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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明アセンブリであって、
　反射基板と、
　密接に充填された円錐構造部の配列を具備する第１光抽出面であって、前記配列は前記
円錐構造部間に実質的に平坦でないランド領域を含み、前記円錐構造部の底面が前記第１
光抽出面のｘ－ｙ平面にあり、前記円錐構造部の頂点は前記第１光抽出面のｘ－ｙ平面外
にある第１光抽出面と、
　照明光を生成できる１つ以上の光源を具備する光源ユニットであって、前記光源ユニッ
トは前記第１光抽出面と前記反射基板との間にあり、前記第１光抽出面の配列における前
記円錐構造部の頂点が前記光源ユニットの方向に向いている光源ユニットと、
を具備する照明アセンブリ。
【請求項２】
　直接照明ディスプレイシステムであって、
　照明側を有するディスプレイパネルと、
　前記ディスプレイパネルの前記照明側に設置された照明アセンブリと、
を具備し、
　前記照明アセンブリは、
　反射基板と、
　密接に充填された円錐構造部の配列を具備する第１光抽出面であって、前記配列は前記
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円錐構造部間に実質的に平坦でないランド領域を含み、前記円錐構造部の底面が前記第１
光抽出面のｘ－ｙ平面にあり、そして、前記円錐構造部の頂点は前記第１光抽出面のｘ－
ｙ平面外にある第１光抽出面と、
　照明光を生成できる１つ以上の光源を具備する光源ユニットであって、前記光源ユニッ
トは前記第１光抽出面と前記反射基板との間にあり、前記第１光抽出面の配列における前
記円錐構造部の頂点が前記光源ユニットの方向に向いている光源ユニットと、を具備する
、
直接照明ディスプレイシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、以下の米国特許仮出願の有益性を主張し、それら開示の全体を参照として引
用する：米国特許出願第６０／７１１，５１９号、２００５年８月２７日出願；同第６０
／７１１，５５１号、２００８月２７日出願；同第６０／７１４，０７２号、２００５年
９月２日出願；同第６０／７１４，０６８号、２００５年９月２日出願；同第６０／７２
９，３７０号、２００５年１０月２１日出願、である。
【０００２】
　（発明の分野）
　以下の共有であり同時係属中の米国特許出願を本明細書に参照として引用する：米国特
許出願シリアル番号１１／２１２，１６６、題名、凹面トランス反射体を具備する光循環
キャビティを有する直接照明バックライト；同１１／４５８，８９１、題名、２機能性方
向転換器を具備する光源を有する直接照明バックライト；同１１／４６６，６２８、題名
、凹面トランス反射体を具備する光循環キャビティを有するエッジ照明バックライト；同
ｘｘ／ｘｘｘ、ｘｘｘ、題名、凹面トランス反射体を具備する光循環キャビティを有する
直接照明バックライトを形成する方法（代理人ドケット番号６１１９９ＵＳ００６）、で
ある。
【背景技術】
【０００３】
　幾つかのディスプレイシステム、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）は背面から照射
される。このようなディスプレイは多くの装置、例えば、ラップトップコピュータ、ハン
ドヘルド計算機、デジタル時計、テレビジョン、等に広く使用されている。幾つかの背面
照射ディスプレイには、光源からディスプレイパネルの背後に光をガイドするように位置
づけされた導光器を有したディスプレイの背面に配置される光源が含まれる。別の背面照
射ディスプレイ、例えば、幾つかのＬＣＤモニタおよびＬＣＤテレビジョン（ＬＣＤーＴ
Ｖ）では、ディスプレイパネルの背後に設置された多数の光源を使用して直接、背面から
照射される。この直接背面照明の配置は大型化ディスプレイと共にますます一般的になっ
ていて、その理由は方形のディスプレイサイズが増加するにつれてディスプレイ輝度の特
定レベルを達成するための光出力が必要とされるが、一方ディスプレイの側に沿った光源
設置に利用できる設置面積はディスプレイサイズの増加に伴い一次関数的に増加するだけ
であるからである。加えて、幾つかのディスプレイ、例えばＬＣＤ－ＴＶ、では、その他
のディスプレイに要求されるよりも離れた距離で見ても十分な明るさを有するディスプレ
イが要求される。更に、ＬＣＤ－ＴＶの視野角に対する要求は一般的にＬＣＤモニタおよ
び携帯装置に対する要求とは異なっている。
【０００４】
　ＬＣＤモニタおよびＬＣＤ－ＴＶは、普通多数の冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）によっ
て背面照射される。このような光源は、直線でありディスプレイの全幅に渡って伸び、そ
の結果、ディスプレイ部の背面は、暗い領域で分離された一筋の明るい縞によって照明さ
れる。そのような照明プロファイルは望ましくはなく、従って、ＬＣＤ装置の背後に拡散
板が使用され照明プロファイルを平準化するのが典型的である。
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【０００５】
　現状では、ＬＣＤ－ＴＶ拡散板はガラスビーズ、ポリスチレンビーズ、およびＣａＣＯ

3粒子を含む様々な分散相を有するポリメタクリルアクリレート（ＰＭＭＡ）の高分子マ
トリックスを採用するのが一般的である。これらの板はランプの高温に曝された後、しば
しば変形するかまたは歪む。加えて、これらの拡散板は、拡散粒子を高分子マトリックス
全体に均一に分散させるためにカスタマイズした押出し配合が必要とされ、これがさらに
コストを増加させる。一部の拡散板には、空間的にその幅を変更してＬＣＤパネルの背面
における照明プロファイルをより均一にしようとする拡散特性を具備する。このような非
均一拡散体は、プリントパターン拡散体と呼ばれることもある。これらの不均一拡散体は
、組立の時点で拡散パターンが照明源に対して位置合せしなければならないので、製造が
高価である。
【０００６】
　近年、ＣＣＦＬではなくて例えば赤／緑／青のＬＥＤ配列により出力される直接照明（
direct-lit）バックライトを使用する液晶テレビジョン（ＬＣＤ　ＴＶ）が導入されてき
た。実例はソニー（登録商標）のクオリア００５ＬＥＤフラットースクリーンＴＶである
１０１．６ｃｍ（４０インチ）モデルは、側面放射ルクセオン（登録商標）ＬＥＤを５列
水平に収容した直接照明を使用し、各々の列はＧＲＢＲＧ繰り返しパターンで配列された
６５のＬＥＤを収容し、列は８．２６ｃｍ（３．２５インチ）離間して配置される。この
バックライトは、白色の背面拡散反射体の前面から（厚さ約２ｍｍの）前面拡散体の背面
までの深さで測定して４２ｍｍ深さであり、その間には３２５の白色拡散スポットの配列
を有する透明な平坦板が配置される。幾らかの光を透過するこれらのスポットの各々はＬ
ＥＤの一つに並べて配置され、ＬＥＤから発光される大部分の軸上光が前面拡散体に当た
るのを防止する。背面反射体は角度付き側壁を有した平坦性である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　幾つかのバックライトの重要な態様は、ディスプレイ照明光が一様の輝度でなければな
らないということである。例えばＬＥＤのような点光源の場合には照明均一性は特に問題
である。その場合、バックライトはディスプレイ画像に暗い領域がないようにディスプレ
イパネルの全域に光が広がることが求められる。加えて、幾つかの用途では、ディスプレ
イパネルは異なった色の光を発する多数の異なったＬＥＤからの光で照明される。人間の
眼は輝度よりも色の変化をより容易に識別するので、異なった色を発光する光源を効果的
に混合して白色の照明光を作り出すことは難題であり得る。それは、輝度のみならず色が
、ディスプレイされた画像全体で均一であるために、様々なＬＥＤからの光が混合される
これらの状態で重要である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１態様において、本開示は、反射基板、方位角光線拡幅トポグラフィを含む第１光抽出
面、および光源ユニットを具備する照明アセンブリを提供する。光源には照射光を発する
ことができる１つ以上の光源が含まれ、光源ユニットの場所は第１光抽出面と反射基板と
の間にある。第１光抽出面は光源ユニットと対向している。
【０００９】
　別の態様では、本開示は、反射基板、および円錐構造部が最密充填された配列を含む第
１光抽出面を有する照明アセンブリを提供する。配列には円錐構造部との間に実質的に平
坦でないランド領域を含み、該円錐構造部の底面が該表面のＸ－Ｙ平面にあり、そして円
錐構造部の頂点は該表面のＸ－Ｙ平面から外にある。アセンブリは、同様に、光を発する
１個以上の光源を具備する光源ユニットを具備し、光源ユニットの場所は第１光抽出面と
反射基板との間にある。第１光抽出面の配列中の円錐構造部の頂点は光源ユニットの方向
に向いている。
【００１０】
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　別の態様において、本開示は反射基板および少なくとも１つの切子面を含む第１光抽出
面を有する照射アセンブリを提供し、その切子面はＸ－Ｙ平面に面内曲面を有する。その
アセンブリは同様に照明光を発する１個以上の光源を具備する光源ユニットを具備し、光
源ユニットの場所は第１光抽出面と反射基板との間にある。第１光抽出面は光源ユニット
の方向に向いている。
【００１１】
　別の態様では、本発明は反射基板および第１光抽出面を有する照明アセンブリを提供し
、その第１光抽出面には光抽出面に法線入射する光線に対して少なくとも１５°の方位角
差Δβを生成する手段が含まれる。そのアセンブリは同様に照明光を発する１個以上の光
源を具備する光源ユニットを具備し、光源ユニットの場所は第１光抽出面と反射基板との
間にある。第１光抽出面は光源ユニットの方向に向いている。
【００１２】
　別の態様において、本開示は、ディスプレイパネルが照明側面を有し、かつ照明アセン
ブリがディスプレイパネルの照明側面に配置される、直接照明ディスプレイシステムを提
供する。その照明アセンブリには、反射基板、および照明光を発することができる１個以
上の光源を具備する光源ユニットを具備する。同様に、そのアセンブリは第１光抽出面と
反射基板との間に第１光抽出面を有し、第１光抽出面は光源ユニットに対向し、かつ第１
光抽出面は方位角光線拡幅トポグラフィを有する。
【００１３】
　本出願のこれらのおよびその他の態様は以下の詳細な説明により明らかである。しかし
、決して、上記要約は、請求された主題に関する限定として解釈されるべきでなく、主題
は、手続処理の間補正することができるような特許請求の範囲によってのみ規定される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明は例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ、またはＬＣディスプレイ）などのディス
プレイパネルに利用でき、特に直接、背面から照射する、例えば、ＬＣＤモニタおよびＬ
ＣＤテレビジョン（ＬＣＤ－ＴＶ）に使用されるＬＣＤに利用できる。より具体的には、
本開示はＬＣディスプレイを照明する直接背面照射によって生じた光の管理を目的とする
。
【００１５】
　通例の照明アセンブリでは、照明灯対拡散板の間隔、照明灯対照明灯の間隔および拡散
体透過は、所与の値の輝度および照明の均一性について、アセンブリを設計する際に考慮
される重要な因子である。一般に、強い拡散体、すなわち入射光線を高い割合で拡散する
拡散体は、均一性を改善するが、高い拡散レベルは強い逆拡散、すなわち反射を伴うため
に輝度が低下する結果となる。
【００１６】
　本開示の幾つかの実施形態によると、光源に隣接して配置された光抽出素子は、より高
い透過性の拡散体を使用しながら、より大きな照度均一性および／またはより大きな色混
合の提供を可能にする。一般的に、高透過拡散体は強拡散体よりも薄いのが典型的であり
、それによりバックライト形態を薄くするのに役立てることができる。光抽出素子は、光
源からの照明光の少なくとも一部を抽出し、初期はディスプレイの軸の平行な方向に伝播
する照明光をその軸に平行でない方向に向きを変える光抽出面を有する。
【００１７】
　光源ユニットが異なったピーク波長または色（例えば、赤、緑、および青のＬＥＤの配
列）を有する光を発することができる光源を具備する実施形態において、光抽出素子は光
がＬＣパネルに到達するときに色および強度がより均一であるように光を分布させる働き
をする。例えば、白色照明光が望ましい場合、光抽出素子は個別の着色光源からの光を混
合することができ、その結果ＬＣパネルでの外観はより均一な白色光になる。光抽出素子
は、これを標準的な拡散体を使用した場合のＬＥＤの直接背面照射に要求される場合より
も顕著に薄いキャビティ内で達成する。
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【００１８】
　本開示の照明アセンブリは直接照明ディスプレイシステム、例えばＬＣディスプレイの
ためのバックライトに使用できる。しかし、本明細書に記載のような照明アセンブリは液
晶ディスプレイパネルを照明するための用途に限定されない。光を発するために個別の光
源が利用される場合はいつでも開示された照明アセンブリを使用しても良く、照明アセン
ブリは１つまたはそれ以上の個別の光源を具備するパネルからの均一な照明を有すること
が望ましい。従って、説明される照明アセンブリは固体状態の空間照明の用途、および標
識、照明パネル、等に使用できる。
【００１９】
　直接照明ディスプレイシステム１００の実施形態の概略断面図を図１に提示する。この
ようなディスプレイシステム１００を、例えばＬＣＤモニター、又はＬＣＤテレビに使用
できる。ディスプレイシステム１００は、ＬＣパネル１５０およびＬＣパネル１５０に照
明光を提供するために配置された照明アセンブリ１０１を具備する。ＬＣパネル１５０は
典型的にはパネルプレート１５４の間に配置されたＬＣ１５２の層を具備する。プレート
１５４はガラスで形成されることが多く、ＬＣ層１５２の中の液晶の配向を制御するよう
内面に電極構造および整列層を具備することができる。これらの電極構造は、通常、ＬＣ
パネル画素、すなわち液晶の配向が隣接領域とは独立して制御できるＬＣ層の領域を規定
するように配置される。カラーフィルターもまた、ＬＣパネル１５０によってディスプレ
イされる画像に色を与えるために１つ以上のプレート１５２を具備することも可能である
。
【００２０】
　液晶パネル１５０は上方吸収偏光子１５６と下方吸収偏光子と１５８との間に配置され
る。図示された実施形態では、上方吸収偏光子１５６および下方吸収偏光子１５８はＬＣ
パネル１５０の外側に位置決めされる。吸収偏光子１５６，１５８とＬＧパネル１５０は
協働してディスプレイシステム１００を通って目視者に至るバックライト１０８からの光
の透過を制御する。例えば、吸収偏光子１５６，１５８は、互いにそれらの透過軸を直交
させて配置させても良い。非活性化状態においては、ＬＣ層１５２の画素は透過する光の
偏光を変えることができない。従って、下方吸収偏光子１５８を通過する光は上方吸収偏
光子１５６によって吸収される。画素が活性化されている時は、通過した偏向光は回転さ
れるので、下方吸収偏光子１５８を透過する光の少なくとも一部は上方吸収偏光子１５６
も透過する。ＬＣ層１５２の異なった画素を例えばコントローラ１０４によって選択的に
活性化すると、結果として所望の特定の位置でディスプレイシステム１００から通過する
光を得ることができ、従って目視者により視認される画像を形成できる。コントローラ１
０４には、例えばコンピュータまたはテレビジョン画像を受信しディスプレイするテレビ
ジョンコントローラを具備することができる。
【００２１】
　上方吸収偏光子１５６の上に１つ以上の任意選択の層１５７が、例えばディスプレイ表
面を覆って機械的および／または環境的な保護を与えるために提供されても良い。１つの
代表的実施形態では、上方吸収偏光子１５６の上を覆う層１５７にはハードコートが挙げ
られる。
【００２２】
　幾つかのＬＣディスプレイは上記の方式とは異なった方式で作動できることは当然であ
る。例えば、吸収偏光子は平行に整列されることが可能であり、ＬＣパネルは非活性状態
において光の偏光を回転させることができる。そのような場合であっても、このようなデ
ィスプレイ装置の基本的な構造は上記のものと類似している。
【００２３】
　照明アセンブリ１０１は、バックライト１０８と、バックライト１０８及びＬＣパネル
１５０の間に配置された光管理フィルム１４０とを具備する。ディスプレイシステム１０
０のバックライト１０８は、ＬＣパネル１５０を照明する光を発する多数の光源１１２を
有する光源ユニット１１０を具備する。光源ユニット１１０は反射基板１０２に近接して
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配置される。ＬＣＤ－ＴＶまたはＬＣＤモニタに使用される光源１１２は、ディスプレイ
システム１００の高さに沿って延びる直線の冷陰極蛍光管であることが多い。しかし、フ
ィラメントランプまたはアークランプ、発光ダイオード（ＬＥＤ）、蛍光フラットパネル
、または外部電極蛍光ランプのような、その他のタイプの光源を使用することが可能であ
る。このような光源のリストは、限定または完全を期すものではなく例示のみを意図して
いる。
【００２４】
　光源１１２は概略的に示してある。大抵の場合、これらの光源１１２はコンパクトな発
光ダイオード（ＬＥＤ）である。この点で、「ＬＥＤ」は可視光、紫外線、または赤外線
にかかわらず、発光するダイオードを指す。それは、従来型または超放射型の種類にかか
わらず、「ＬＥＤ」として販売されている非干渉性のケース入りまたは封入半導体デバイ
スを含む。ＬＥＤが紫外線のような可視光線でない光を発光する場合、および可視光線を
発光する一部の場合では、ＬＥＤはリンを含んでパッケージ化され（または遠隔の場所に
配置されたリンを照明でき）、短波長光線を長波長光線に転換するか、一部の場合では白
色光を発光するデバイスをもたらす。「ＬＥＤダイ」は、最も基本的な形態、すなわち半
導体加工手順によって製造される個々の構成要素またはチップの形態のＬＥＤである。構
成要素又はチップは、デバイスに電圧を加えるための電力の適用に好適な電気接点を含む
ことができる。構成要素またはチップの個々の層およびその他の機能的要素は通常ウェハ
スケールで形成され、次いで仕上がったウェハは最終的に個々の小片部に打ち抜かれて、
多数のＬＥＤダイとなる。パッケージ化ＬＥＤについて、前方発光および側面発光のＬＥ
Ｄも含めて、本明細書でさらに詳しく論じる。
【００２５】
　所望であれば、露出されたバックライト用の照明光源としての個別のＬＥＤ光源の代わ
りにまたはそれに追加して、例えば直線冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）または熱陰極蛍光
ランプ（ＨＣＦＬ）などの別の可視光線発光器が使用できる。加えて、ハイブリッドシス
テム、例えば、（ＣＣＦＬ／ＬＥＤ）、冷白色および温白色、（ＣＣＦＬ／ＨＣＦＬ）、
異なったスペクトルを発光する様なもの、が使用可能である。ＬＥＤおよびＣＣＦＬを含
めた、および例えば多重ＣＣＦＬ、異なった色の多重ＣＣＦＬ、並びにＬＥＤおよびＣＣ
ＦＬ等を複数個を含めた、光発光器の組合せが広く変更できる。
【００２６】
　例えば、一部の用途では、図１に見られる個別の光源１１２の列を、長い円筒状ＣＣＦ
Ｌのような１個の異なった光源で、または長さ方向に沿って光を発光し、遠隔の活性構成
部品（例えば、ＬＥＤダイまたはハロゲン電球のような）と結合させた直線の表面発光光
ガイドと置き換えること、および光源の別の列で同様に処理することが望ましいことがあ
る。そのような直線表面発光光ガイドの例は米国特許第５，８４５，０３８号（Ｌｕｎｄ
ｉｎ等）および同第６，３６７，９４１号（Ｌｅａ等）に開示される。ファイバー結合レ
ーザダイオードおよびその他の半導体発光体もまた公知であり、これらの場合ではファイ
バー光学導波路の端部は、露出された循環キャビティにおける配置に関して、或いは別に
バックライトの出力領域の背後の配置に関して、光源として考えることができる。同じこ
とが、例えばレンズ、偏向器、狭小導光器等の微小発光領域を有する別の受動光学素子に
も当てはまり、それらは電球またはＬＥＤダイのような活性構成部品から受け取った光を
発する。そのような受動型構成部品の１例は側面発光ＬＥＤパッケージの型成形された封
止材またはレンズである。
【００２７】
　幾つかの実施例において、バックライト１０８は白色光を連続的に発光し、ＬＣパネル
１５０はカラーフィルターマトリックスと組み合わされ多色画素の群（例えば、黄色／青
（ＹＢ）画素、赤／緑／青（ＲＧＢ）画素、赤／緑／青／白色（ＲＧＢＷ）画素、赤／黄
色／緑／青（ＲＹＧＢ）画素、赤／黄色／緑／シアン／青（ＲＹＧＣＢ）画素、または同
様なもの）を形成し、その結果表示される画像は多色性である。或いは、多色性画像は色
順次方式（color sequential techniques）を使用して表示できる。それは、白色光でＬ
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Ｃパネル１５０を連続的に背面照射して色を生成するためにＬＣパネル１５０における多
色画素の群を変調する代わりに、バックライト１０８自体内の着色光源が個別に分離され
（例えば、赤、オレンジ、琥珀色、黄色、緑、シアン、青（ロイヤルブルーを含む）、お
よび白色を上記のように組み合わせて、選択して）、変調され、その結果急速な繰り返し
の逐次現象の中でバックライトは空間的に均一に着色した光出力（例えば、赤、次いで緑
、次いで青のように）を点滅させる。次いで、このカラー変調されたバックライトは１個
だけの画素配列（いかなるカラーフィルターマトリックスもなしに）を有するディスプレ
イモジュールと組み合わせられ、変調が十分に高速であり目視者の視覚システムにおいて
一時的な色混合を与えることができるという条件が必要ではあるが、画素配列はバックラ
イトと同時に変調され、達成可能な全色域（バックライトに使用された光源を前提とした
）を画素配列全体に渡って生成する。色順次ディスプレイの例はフィールド順次ディスプ
レイとしても知られ、米国特許第５，３３７，０６８号（Ｓｔｅｗａｒｔ等）および同第
６，７６２，７４３号（ヨシハラ等）に記載される。一部の場合では、単色だけのディス
プレイが望まれるかも知れない。この場合では、バックライト１０８は１つの可視波長ま
たは色を優勢に発光するフィルターまたは特別な光源を具備することができる。
【００２８】
　バックライト１０８は同様に、光源１１２からの光を反射しＬＣパネル１５０から離れ
たある方向に伝播するための反射基板を具備することもできる。反射基板１０２は同様に
、本明細書で更に説明されるように、光をディスプレイシステム１００の内部で循環させ
るために有用であり得る。
【００２９】
　反射基板１０２はパネル効率を高めるために高度に反射性であることが望ましい。例え
ば、反射基板１０２は光源によって発光された可視光の平均反射率が少なくとも９０％、
９５％、９８％、９９％、またはそれ以上を有することができる。反射基板１０２は、空
間的に均一なまたはパターン化した、主として鏡面反射体、拡散反射体、または鏡面反射
体／拡散反射体の組合せであることができる。一部の場合では、反射基板１０２は高反射
率コーティングを有した硬い金属基板または支持基板に積層された高反射率フィルムで作
ることができる。好適な高反射率材料には、３Ｍ社から入手可能なビキュイテイ（Vikuit
i（登録商標））機能強化鏡面反射体（ＥＳＲ）多層高分子フィルム；硫酸バリウム充填
ポリエチレンテレフタレートフィルム（厚さ０．０５ｍｍ（２ミル））をビキュイテイ（
登録商標）ＥＳＲフィルムに０．０１ｍｍ（０．４ミル）厚さのイソオクチルアクリレー
トアクリル酸の感圧接着剤を使用して積層することによって作製され、得られた積層フィ
ルムを本明細書では「ＥＤＲＩＩ」フィルムと称する；東レインダストリ社より入手可能
なＥ－６０シリーズのルミラー（登録商標）ポリエステルフィルム；Ｗ．Ｌ．Ｇｏｒｅ＆
Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ社から入手可能のようなものである多孔性ポリテトラフルオロエチ
レン（ＰＴＦＥ）フィルム；Ｌａｂｓｈｅｒｅ社から入手可能なスペクトラロン（Spectr
alon（登録商標））反射材；Ａｌａｎｏｄ　Ａｌｕｍｉｎｕｍ－Ｖｅｒｅｄｌｕｎｇ社か
ら入手可能なミロ（Miro（登録商標））陽極酸化アルミニウム薄膜（ミロ（登録商標）２
薄膜を含む）；古河電工社からのＭＣＰＥＴ高反射率発泡シート；および三井化学社から
入手可能なＷｈｉｔｅ　Ｒｅｆｓｔｅｒ（登録商標）およびＭＴフィルム、が挙げられる
。
【００３０】
　反射基板１０２は実質的に平坦で滑らかな表面であって良いし、またはそれに構造化し
表面を結合させて光散乱または混合を増強させても良い。そのような構造化表面は、（ａ
）反射基板１０２の反射表面の上に、または（ｂ）反射表面に透明なコーティングを塗布
して、付与できる。前者の場合では、予め構造化して表面が形成された基板に高反射性フ
ィルムを積層させるか、または高反射性フィルムを平坦な基板（例えば、３Ｍ社から入手
可能なビキュイテイ（登録商標）耐久性向上鏡面反射－金属（ＤＥＳＲ－Ｍ）反射体にあ
るような薄い金属シート）に積層し、続いて例えばスタンピング操作等を用いて構造化さ
れた表面を形成できる。後者の場合では、構造化された表面を有する透明フィルムを平坦



(8) JP 5290755 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

な反射表面に積層できるか、または透明な膜を反射体に塗布し、次いでその後透明膜の上
に構造化された表面を付与できる。
【００３１】
　反射基板１０２は、光源１１２を搭載した連続した集合層（切れ目のない）であり得、
あるいは分離した部品で不連続的に構成するか、または光源１１２が突出できる切り離し
た開口部を具備する点のみで不連続であるがその他は連続した層であることができる。例
えば、反射材の小片をＬＥＤの列が搭載された基板に適用でき、各々の小片はＬＥＤの一
列から延びて別の列に届くに十分な幅を有し、バックライトの出力領域の向き合う境界の
間に広がるために十分な長さを有している。
【００３２】
　バックライト１０８は、その外側境界に沿って両側面および両端面（図示せず）を具備
し、それらは好ましくはライニングを施すか、さもなければ高反射率の垂直壁を具備して
、光の損失を低減し循環効率を高める。反射基板１０２に使用されたのと同じ反射材料が
これらの壁を形成するために使用できるし、或いは別の反射材も使用できる。具体的実施
例では、側面の壁は拡散反射材である。
【００３３】
　光管理ユニットとも称される光管理フィルム１４０の配置は、バックライト１０８とＬ
Ｃパネル１５０との間に位置決めされる。ディスプレイシステム１００の稼動を改善する
目的で、光管理フィルム１４０はバックライト１０８からの照明光の伝播を変更させる。
例えば、光管理フィルムの配置１４０には拡散体１２０が含まれる。拡散体１２０は光源
１１２から受けた光を拡散させるために使用され、それによりＬＣパネル上に入射する照
明光の均一性を高めることがもたらされる。その結果、目視者が認識する画像は更に均一
に明るいものとなる。
【００３４】
　拡散層１２０は好適な拡散フィルムまたは拡散板のどれであっても良い。例えば、拡散
層１２０は好適な拡散材料のどれを用いても良く、複数種であっても良い。幾つかの実施
形態では、拡散層１２０にはガラスビーズ、ポリスチレンビーズ、およびＣａＣＯ3粒子
を含む様々な分散相を有したポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）の高分子マトリック
スが挙げられる。代表的な拡散体には、ミネソタ州セントポールの３Ｍ社から入手可能な
３Ｍ（登録商標）スコッチカル（Scotchcal（登録商標））拡散フィルムの３６３５－３
０型および３６３５－７０型が挙げられる。
【００３５】
　光管理ユニット１４０には反射偏光子１４２を含むこともできる。光源１１２は、偏光
していない光を通常生成するが、下方吸収偏光子１５８は単一の偏光状態の光のみを伝播
するので、光源１１２で生成された光の約半分がＬＣ層１５２へ伝播されない。しかし、
反射偏光子１４２は、それがなければ下方吸収偏光子１５８に吸収されてしまう光を反射
させるために使用可能である。その結果、この光は反射偏光子１４２と反射基板１０２と
の間の反射によって循環され得る。反射偏光子１４２によって反射された光の少なくとも
一部は偏光解消されるかも知れないが、その後偏光状態で反射偏光子１４２へ戻り、反射
偏光子１４２および下方吸収偏光子１５８を貫通しＬＣ層１５２まで伝播する。このよう
にして、反射偏光子１４２は光源１１２によって発光された光の、ＬＣ層１５２に到達す
る割合を大きくするために使用でき、それによりより輝度の高いディスプレイ出力が提供
される。
【００３６】
　好適な反射偏光子のどのタイプでも、例えば多層光学フィルム（multilayer optical f
ilm（ＭＯＦ））反射偏光子、例えば連続／分散相偏光子、ワイヤグリッド反射偏光子、
またはコレステリック反射偏光子のような拡散反射偏光フィルム（diffusely reflective
 polarizing film（ＤＲＰＦ））を反射偏光子１４２に使用できる。
【００３７】
　ＭＯＦおよび連続／分散相反射偏光子の両方は、通常は高分子材料である少なくとも２



(9) JP 5290755 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

つの材料間の屈折率の相違に依存し、これにより一方の偏光状態の光を選択的に反射しつ
つ、直交する偏光状態で光を伝搬することができる。ＭＯＦ反射偏光子のいくつかの例は
米国特許第５，８８２，７７４号（Ｊｏｎｚａ等）に記載される。市販のＭＯＦ反射偏光
子の例には、ビキュイテイ（Vikuiti（登録商標））ＤＢＥＦ－Ｄ２００およびＤＢＥＦ
－Ｄ４００多層反射偏光子が含まれ、これには３Ｍ社から入手可能な拡散面が含まれてい
る。
【００３８】
　本開示に関連して有用なＤＲＰＦの例には、共有の米国特許第５，８２５，５４３号（
Ｏｕｄｅｒｋｉｒｋ等）に記述されるような連続／分散相偏光子、および共有の米国特許
第５，８６７，３１６号（Ｃａｒｌｓｏｎ等）に記述されるような拡散反射多層偏光子、
が挙げられる。ＤＲＰＦのその他の好適な種類は米国特許第５，７５１，３８８号（Ｌａ
ｒｓｏｎ）に記述される。
【００３９】
　本開示に関連して有用なワイヤグリッド反射偏光子のいくつかの例には、例えば、米国
特許第６，１２２，１０３号（Ｐｅｒｋｉｎｓ等）に記載されるものが挙げられる。ワイ
ヤグリッド偏光子は、特にユタ州オレム（Orem）モクステク社（Moxtek Inc.）から市販
されている。
【００４０】
　本開示に関連して有用なコレステリック反射偏光子のいくつかの例には、例えば、米国
特許第５，７９３，４５６号（Ｂｒｏｅｒ等）、米国特許出願番号２００２／０１５９０
１９（Ｐｏｋｏｒｎｙ等）に記述されるものが挙げられる。コレステリック偏光子には、
出力側に４分の１波長遅延層が大抵の場合備わっていて、その結果コレステリック偏光子
を通過した光は直線偏光に変換される。
【００４１】
　幾つかの実施形態では、偏光制御層１４４が拡散板１２０と反射偏光子１４２との間に
設けられても良い。偏光制御層１４４の例には、４分の１波長遅延層および液晶偏光回転
層のような偏光回転層が挙げられる。偏光制御層１４４は、反射偏光子１４２から反射さ
れた光の偏光を変更するために使用することが可能であり、これにより循環される割合が
増加した光は反射偏光子１４２を透過する。
【００４２】
　光学管理フィルムの配列１４０は、１つ以上の輝度上昇層を含むことができる。輝度上
昇層は、軸から離れた光をディスプレイ部の軸に近い方向に向け直す面構造を含むもので
ある。これはＬＣ層１５２の軸上に伝播する光の量を増加させ、目視者が見る画像の輝度
を増加させる。輝度上昇層の一例は、プリズム輝度上昇層であり、それは照明光を、屈折
および反射を介して方向転換させる多数のプリズム頂部を有する。ディスプレイシステム
１００で使用され得るプリズム輝度上昇層の例には、ミネソタ州セントポールの３Ｍ社か
ら入手可能な一群のプリズムフィルムであるビキュイテイ（Vikuiti（登録商標））ＢＥ
ＦＩＩおよびＢＥＦＩＩＩが挙げられ、これらには、ＢＥＦＩＩ９０／２４、ＢＥＦＩＩ
９０／５０、ＢＥＦＩＩＩＭ９０／５０、およびＢＥＦＩＩＩＴが含まれる。
【００４３】
　図１に例示される具体的実施形態には反射偏光子１４２とＬＣパネル１５０との間に設
置された第１輝度上昇層１４６ａが示される。プリズム輝度上昇層は、１次元の光学的ゲ
インを通常提供する。同様に、任意選択の輝度上昇層１４６ｂは、第１の輝度上昇層１４
６ａのプリズム構造部に直交する向きにそのプリズム構造部を有して、光管理層の配列１
４０の中に含めることができる。そのような配置は、２次元におけるディスプレイ装置の
光ゲインを増大させる。他の代表的実施形態において、輝度上昇層１４６ａ、１４６ｂは
、バックライト１０８と反射偏光子１４２との間に配置されることが可能である。
【００４４】
　光管理装置１４０における異なった層は自立層であっても良い。他の実施形態において
、例えば、共有の米国特許出願第１０／９６６，６１０号（Ｋｏ等）に説明されるように
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、光管理装置１４０の２つ以上の層が共に積層されることもある。他の代表的実施形態に
おいて、例えば共有の米国特許出願第１０／９６５，９３７号（Ｇｅｈｌｓｅｎ等）に記
載されるように、光管理装置１４０はギャップで分離された２つの副アセンブリを具備す
ることができる。
【００４５】
　図１に例示された実施形態のディスプレイシステム１００は、本明細書に記述される好
適な照明アセンブリのどれでも具備することができる。幾つかの実施形態において、バッ
クライト１０８は、ＬＣパネル１５０により均一な照明光を与えることを支援することが
できる光抽出素子を１つ以上具備することができる。
【００４６】
　図２は、少なくとも１つの光抽出素子を含む、一実施形態の照明アセンブリ２００の概
略断面図である。図示のように、照明アセンブリ２００は、反射基板２０２および反射基
板２０２に近接して位置決めされた光源ユニット２１０を具備する。アセンブリ２００は
また、第１光抽出素子２３０が拡散層２２０と光源ユニット２１０との間にあるようにし
て位置決めされた任意選択の拡散層２２０を具備することができる。図１に例示された実
施形態の反射基板１０２、光源ユニット１１０、および拡散層１２０に対する全ての設計
考慮事項および可能性は、図２に例示された実施形態の反射基板２０２、光源ユニット２
１０、および任意選択の拡散層に対して同様に適用される。照明アセンブリ２００は同様
に、光源ユニット２１０が第１光抽出素子２３０と反射基板２０２との間にあるようにし
て位置決めされた第１光抽出素子２３０を具備する。しかし、その他の構成配置も可能で
あり、例えば、反射基板２０２は開口部または溝を有して構成され、および光源２１０は
反射基板２０２の背後に搭載され、個々の光源が開口部または溝を貫通するようにするこ
とも可能である。更に一部の場合では、単純に反射基板２０２を取り除くことも許容され
る。
【００４７】
　光源ユニット２１０は少なくとも第１光源２１２ａおよび第２光源２１２ｂ（明細書で
は光源２１２としてまとめて指す）を具備する。２個の光源が示されたが、高原ユニット
２１０は適切なあらゆる数の光源を具備しても良い。
【００４８】
　幾つかの実施形態では、光源ユニット２１０は反射基板２０２の上に位置決めされても
良い。あるいは光源ユニット２１０は反射基板２０２から間隔をあけて離しても良い。別
の実施形態では、光源ユニット２１０は反射基板２０２上に配置または貼り付けされても
良い。その例は、例えば、共有および係属中の米国特許出願第１１／０１８，６０８号（
代理人ドケットＮｏ．６０１１６ＵＳ００２）、同第１１／０１８，６０５号（代理人ド
ケットＮｏ．６０１５９ＵＳ００２），および同第１０／８５８，５３９号（代理人ドケ
ットＮｏ．５９３３４ＵＳ００２）である。
【００４９】
　光源２１２のどの好適なタイプでも図２に例示される実施形態、例えば図１の光源１１
２に使用できる。光源２１２は反射基板２０２の上のどの好適な構成配置で位置決めされ
て良い。例えば、光源２１２は例えば六角形パターンまたはその他の幾何学パターンのよ
うな非直線配列で、あるいは不均一状で（例えば、ランダムまたは半ランダムで）配置で
きる。図６は、多数の光源ユニット６１０を具備するバックライト６００の概略的平面図
である。図示された実施形態では、光源ユニット６１０は棒として構成され、各々の棒は
多数の光源６１２ａ、６１２ｂ、６１２ｃ、を含み、それらの光源は千鳥状に設置される
。光源ユニット６１０は異なった形状であっても良い。加えて、光源６１２ａ－ｃは異な
った色または波長の光を生成することが可能である。例えば、一部の光源６１２ａは赤色
光を生成し、一方別の光源６１２ｂは緑色光を生成し、および別の光源６１２は青色光を
生成することが可能である。異なって着色される光源６１２ａ－ｃは、異なった色の光が
混合される程度を高めることができるように構成配置され、それにより所望の色の均一性
である混合光を生成できる。別の実施形態では、光源６１２ａ－ｃは各々白色光を生成し



(11) JP 5290755 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

て良い。更に、一部の実施形態では、光源６１２ａ－ｃは電気的にコントローラと接続さ
れることで、光源６１２ａ－ｃが独立して制御可能になり得る。
【００５０】
　図２に戻って、光源ユニット２１０は、異なった波長または色の照明光を発光する光源
２１２を具備することができる。例えば、ｖ第１波長は第２波長と同じであっても違って
いても良い。光源ユニット２１０は同様に、第３波長の光を発光する第３光源（未表示）
を具備することもできる。幾つかの実施形態において、光源ユニット２１０の様々な光源
２１２は混合された場合に、白色の照明光をディスプレイパネルまたはその他の装置に提
供する光を生成できる。その他の実施形態では、光源２１２は各々白色光を生成可能であ
る。
【００５１】
　第１光抽出素子２３０は、光源ユニット２１０が第１抽出素子２３０と反射基板２０２
との間にあるように位置決めされる。第１光抽出素子２３０は光源ユニット２１０からの
少なくとも一部の光を受け取るように作動可能であり、反射基板２０２から離れる方向に
均一な強度および／または色を提供するようなやり方でその光を導く。
【００５２】
　機能的ギャップは光源ユニット２１０を拡散層２２０から分離する。この点における「
機能的ギャップ」は、光が空間に入ることを可能にし（例えば投入平面において）、光が
空間（例えば、出口平面において、投入平面および出口平面は、空間の主要境界または表
面を規定する）を出る時までに実質的に横方向に広がるに十分な厚さを有する空間を指す
。従って、一般的に、ギャップが「機能的ギャップ」であるかどうかは、光学的厚さとギ
ャップに入る光のコリメーションの度合いに依存する。光抽出素子２３０の存在により、
機能的ギャップは光源ユニット２１０と抽出素子２３０との間の第１ギャップ、および抽
出素子２３０と拡散層２２０との間の第２ギャップに分類される。一部の場合には、これ
らの第１および第２のギャップはまた機能性ギャップである。
【００５３】
　例えば、高入射角の光を優勢に発光する側面発光光源（例えば、カリフォルニア州、サ
ンノゼ、Ｌｕｍｉｌｅｄｓ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇから入手可能な側面発光ＬＥＤパッケージ
、または高入射角で抽出素子に光を投射するように搭載された別の光源）が光源２１２と
して使用される場合、第１および第２ギャップの両方を、等しいまたは類似した厚さの機
能性ギャップにすることが望ましい。
【００５４】
　その他の場合、第１および第２ギャップのうちの１つだけが機能性ギャップであるよう
に部品を搭載し、残りのギャップは、ある光学フィルムを別の光学フィルムの上に重ねた
場合に、普通に形成される顕微鏡的な空気間隙のようにできる限り薄くすることが望まし
い。例えば、第１ギャップは、抽出素子２３０を反射基板２０２に非常に接近して配置す
ることによって殆ど排除できる。これは、例えばランバーティアン（Lambertian）発光Ｌ
ＥＤ、または高角度発光を有するその他の前方発光ＬＥＤのような、光源が前方方向に優
勢に発光する場合に有用である。そのような構成配置は、抽出素子と拡散層との間の第２
ギャップを最大化するであろう。光源が反射基板２０２に形成されたくぼみまたはウエル
の中に搭載される場合、同様に、抽出素子２３０を直接、反射基板２０２の上に搭載する
ことも可能である。くぼみの場合、くぼみは任意選択で反射性材料で作製できる。例えば
、抽出素子２３０を拡散層２２０に接触して配置することによって、第１ギャップが最大
化されかつ第２ギャップが殆ど排除される場合は、別の極限である。このことはこれらの
２層を単純に物理的接触状態に配置することで、それらの間に顕微鏡的空気間隙を残すこ
とによって実施でき、または抽出素子２３０を拡散層２２０に薄層接着剤を用いて固定す
ることによって実施できる。例えば、カプセル化レンズが反射基板の上方に広がるように
パッケージＬＥＤを搭載することによって、光源ユニット２１０の光源２１２を反射基板
２０２の上方に突き出すことができることに留意すべきである。
【００５５】



(12) JP 5290755 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

　ここで関心を光抽出素子２３０に向けると、その要素は第１主要表面２３２および第２
主要表面２３４を具備する。図示された実施形態において、第１主要表面２３２は光源ユ
ニット２１０に対向する光抽出面を有する。或いは、別の実施形態では、光抽出素子２３
０の第２主要表面２３４は光抽出面を有する。更に、一部の実施形態では、第１主要表面
２３２および第２主要表面２３４の両方が光抽出面を有することができる。
【００５６】
　光抽出素子２３０は、光抽出面をその中に提供するように形成された構造部を有する光
抽出フィルムまたは層を具備することが可能で、あるいは光抽出素子２３０は本明細書で
さらに説明されるように、基板に取り付けられた構造部を有するフィルムを具備すること
が可能である。
【００５７】
　好適なフィルムおよび構造は、光源ユニット２１０からの光を抽出する構造化された表
面または類似物を形成するように構成配置された微細構造を有するフィルムおよび類似物
を具備することができる。フィルムの片面または両面がそのような構造化表面を有するこ
とができる。有用な構造には、線形プリズム、錐体プリズム、円錐、および楕円が挙げら
れ、これらの構造部は表面から外に突き出て広がる形または表面のくぼみの中に広がる形
であることが可能である。構造部の大きさ、形状、幾何学構造、配向、および間隔は、全
て、光抽出素子２３０の性能を最適化するように選択でき、かつ個々の構造部は対称また
は非対称であることができる。構造化された表面は均一または不均一であることができ、
不均一の場合、構造部の位置および大きさはランダムまたは擬似ランダムであることがで
きる。幾つかの実施形態では、構造化表面は繰り返し構造パターンを含むことができる。
大きさ、形状、幾何学構造、配向、および／または間隔の周期的変化または擬似ランダム
な変化による規則的形態を破壊することは、バックライトの色の均一性および／または輝
度の均一性を調整するために使用されて良い。一部の場合では、大小の構造部の分布を有
し、かつ小さい構造部は通常光源の真上に整列され、大きい構造部は他の場所に位置決め
されるようにフィルムを配置することが有利なこともある。一部の実施形態では、構造部
の間のランドが最小限であるように（実質的にランドがないような構成配置も含む）構造
部は最密充填される。
【００５８】
　好適な光抽出フィルムの例には、市販の一次元（直線）プリズム（one-dimensional （
linear）prismatic）高分子フィルム、例えば、ビキュイテイ（Vikuiti（登録商標））輝
度上昇フィルム（brightness enhancement film（ＢＥＦ））、ビキュイテイ（Vikuiti（
登録商標））透過直角フィルム（transmissive right angle film（ＴＲＦ））、ビキュ
イテイ（Vikuiti（登録商標））画像案内フィルム（image directing films （ＩＤＦ）
）、およびビキュイテイ（Vikuiti（登録商標））輝度上昇フィルムand Vikuiti（Tradem
ark）光学照明フィルム（optical lighting films（OLF））が挙げられ、いずれも３Ｍ社
から入手可能であり、同様に従来のレンチキュラ線状レンズ配列も挙げられる。これらの
一次元プリズムフィルムが本開示の直接照明バックライトにおいて光抽出フィルムとして
使用される場合、プリズム構造化表面は光源ユニット２１０に対向していることが望まし
い。
【００５９】
　構造化表面が二次元特性を有する光抽出フィルムの更なる例には以下の物が挙げられる
。米国特許第４，５８８，２５８号（Ｈｏｏｐｍａｎ）、同第４，７７５，２１９号（Ａ
ｐｐｅｌｄｏｒｎ等）、同第５，１３８，４８８号（Ｓｚｃｚｅｃｈ）、同第５，１２２
，９０２号（Ｂｅｎｓｏｎ）、同第５，４５０，２８５号（Ｓｍｉｔｈ等）、および同第
５，８４０，４０５号（Ｓｈｕｓｔａ等）に記載のようなキューブコーナー表面形態のも
の；米国特許第６，２８７，６７０号（Ｂｅｎｓｏｎ等）、および同第６，２８０，８２
２号（Ｓｍｉｔｈ等）に記載のような反転プリズム表面形態のもの；米国特許第６，７５
２，５０５号（Ｐａｒｋｅｒ等）、および米国特許出願Ｎｏ．２００５／００２４７５４
号（Ｅｐｓｔｅｉｎ等）に開示された構造化表面フィルム；および米国特許第６，７７１
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，３３５号（キムラ等）に記載のようなビーズ充填シート、である。
【００６０】
　ある代表例の光抽出フィルムを図７ａに例示する。光抽出フィルム７００はプリズム７
０２の配列を具備する。各々のプリズムは、ｘ－ｚ平面およびｙ－ｚ平面の両方に弧を描
く４個の湾曲面または弧面を有する。例えば、プリズム７０４は頂部７１４で交わる４個
の面７０６，７０８，７１０、および７１２を有する。頂部７１４は鋭角なピークではな
い。代わりに、頂部７１４はかなり丸みの表面であり、ｘ方向およびｙ方向の両方に広が
る円弧湾曲部の交差によって形成される。図７ａでは各プリズムはｘ－ｚ平面およびｙ－
ｚ平面の両方で対称形を示しているが、光抽出フィルム７００は１個だけの平面、例えば
ｘ－ｚ平面のみにおいて対称的であるプリズムを具備することが可能である。この非対称
性はプリズムにｚ軸から片勾配（カント）をもたらす。フィルム７００は米国特許出願Ｎ
ｏ．第２００５／００２４７５４Ａ１（Ｅｐｓｔｅｉｎ等）に記載の技術によって製造で
きる。
【００６１】
　光抽出フィルム７００のプリズム７０２は、ｘ－ｙ平面における底面に対していかなる
好適な形状、例えば、正方形、四角形（例えば、台形、ひし形、平行四辺形、長方形）も
含むことができる。ひし形の形状を取った底面に対して、ひし形は２つの対角線の間でい
かなる好適の長さおよび長さの比を有する２つの対角線を含むことが可能である。本明細
書で用いる場合、ひし形に関連した用語「対角線」は、多角形のどれか２つの頂点を結び
、どのへりによっても結ばれない、すなわち、隣接していない頂点を結ぶ、線を指す。幾
つかの実施形態において、ひし形の底面を有するプリズムの２つの対角線７０４は２：１
の比率を有して良い。加えて、底面の頂点は丸みまたは鋭角であって良い。
【００６２】
　プリズム７０２は最密充填されるので、プリズム間のランドは最小であることが可能で
、その代わり、プリズム７０２はいかなる好適な距離をおいて配置されても良く、その結
果フィルム７００はプリズム７０２の間にランドを具備する。
【００６３】
　別の代表的光抽出フィルムを図７ｂに分解斜視図で示す。それでは、フィルム７２０は
平滑表面７２４の反対側に配置される構造化表面７２２を有する。構造化表面７２２は細
長いプリズム７２６の配列を具備する。プリズム７２６は連続体であっても不連続体であ
っても良いが、実質的に連続したプリズムが特に好適である。これに関連して、実質的に
連続であるとは、各々のプリズム７２６は光抽出フィルムの全長に広がっていることを意
味する。各プリズムの高さおよび幅は広く変更できるし、図７ｂの実施形態において各プ
リズムはプリズムの長さに沿って波打ちする高さと幅を有する。波状起伏は実質的に十分
であり、主要部７２７および少数部７２９が各プリズム７２６の長さに沿って連続的に交
互に配置して形成する。この実質的な波状起伏は構造化された表面の平面に（ｘ－ｙ平面
）において構造化表面に対して湾曲与え、そのことは以下で更に説明されるように、フィ
ルムが光源に対して適正に配向される場合、すなわち、構造化表面７２２が光源に対向し
ていると、フィルムによって制御された方式で透過した光が方位角の範囲の中に広がるこ
とを支援できる。更に、この実施形態において、隣接プリズム７２６は位相外れまたは互
いに対してシフトしていて、そのような位相外れの配置は必須ではないけれども、所与の
プリズムの少数部７２９は隣接プリズムの主要部７２７によって側面噛み合い、そして所
与のプリズムの主要部７２７は隣接プリズムの少数部７２９によって側面噛み合いされる
。この実施形態では、プリズムは、実質的にプリズムの間に平坦なランド領域を持たない
、連続した相互噛み合いの配列を形成する。しかし、そのような相互噛み合わせ配置は必
須ではない、すなわち、最小のランド領域が好適であるけれども、一部のランド領域はプ
リズムの間に存在しても良い。プリズムに基づく形状または輪郭は、この相互噛み合いを
可能にする対称性を有することが好ましく（例えば、図７ｂ－ｃに見られるように）、そ
の結果実質的に同じ形状の２つのプリズム７２６はそれらの間に実質的にランドを持たな
いで共通の境界に沿って噛み合わせできる。プリズム７２６は、連続して波打つ稜線７２
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９を形成するために交差する各々二つの傾斜表面を有する。
【００６４】
　図７ｃにフィルム７２０の分解平面図およびフィルムの構造化表面７２２を示す。そし
てカット線７ｄ－７ｄおよび７ｅ－７ｅに沿った対応断面図をそれぞれ図７ｄおよび７ｅ
に与える。これらの図では、プリズム７２６は上記の相互噛み合いの対称性を有するけれ
ども、各プリズム７２６は異なった大きさおよび各プリズムの２つの傾斜表面の異なった
傾斜（ｘ－ｙ平面または表面７２４に対して）よって示される構造的対称性を有する。そ
の結果それらの間に形成された波打つ稜線７２８は、ｘ－ｚ平面内に、あるいは全体的構
造化表面７２２にまたは表面７２４に垂直ないかなる面内にも、位置しない。代わりに、
図７ｄで最も明らかなように、稜線７２８は、プリズムの片勾配の測定単位である、θを
有して、ｘ－ｚ平面に対して角度θで、傾斜した平面内に実質的に存在する。このプリズ
ムの片勾配の別の結果では、所与のプリズムの連続稜線７２８は直線ではなく、代わりに
平面図において波のようにうねっている。光学的性能の観点からは、プリズム片勾配は、
ｘ－ｚ平面に対してすなわちフィルム７２０に直交した平面に対して、対称的であり、か
つプリズム方向に平行である、構造化表面に光抽出特性を持たせることができる。そのフ
ィルムの意図した応用に応じて、これは望ましいことである可能性も、そうでない可能性
もある。プリズムは、同様にｙ－ｚ平面に対して傾斜または片勾配を有することができ、
そのような傾斜または片勾配はｘ－ｚ平面内で測定される。
【００６５】
　上記のように、プリズム７２６は、プリズムの長さに沿って識別可能な主要部７２７お
よび少数部７２９を形成するに十分な波のようにうねっている高さと幅を有する。図７ｃ
では、プリズム７２６の最大および最小の幅をそれぞれＷｍａｘおよびＷｍｉｎと名づけ
る。Ｗｍａｚ／Ｗｍｉｎの比率は例えば、少なくとも２、５、１０、または２０以上であ
って良い。その際、幅はプリズムの長さに対して垂直方向で、外側境界からまたは傾斜し
ているあるプリズム表面の縁部から、外側の境界または別の傾斜プリズム表面の縁部まで
で測定される。図７ｃにおいてＷｍａｘ／Ｗｍｉｎは約２０である。プリズム７２６の高
さも同様に、最高の高さＨｍａｘと最低の高さＨｍｉｎの間で波のようにうねっている。
この際、高さは、プリズムに沿った所与の任意の点において、ｚ軸に沿って、構造化表面
上の最低地点からまたは最深点から、稜線７２８またはプリズムの別の頂点までが測定さ
れる。Ｈｍａｘ／Ｈｍｉｎの比率は例えば、少なくとも２、５、１０、または２０以上で
あって良い。図７ｄおよび７ｅでは、Ｈｍａｘ／Ｈｍｉｎは約２０である。好ましくは、
高さは均一に波打ち、図７ｅに最善に示されるように隣り合う最高値または隣り合う最低
値の間の特性長さλを与える。
【００６６】
　面内のアスペクト比は、λ／Ｗｍａｘの比率で定義される。このアスペクト比の選択に
は広い自由度があるけれども、代表的な実施形態においては約１～５の範囲にある。構造
化表面７２２のアスペクト比は約２である。
【００６７】
　上記の図７ｂ－７ｅに記述される表面トポグラフフイは、本明細書で「方位角光線拡幅
トポグラフィ」と呼ばれ、それは、光抽出フィルムが個別の光源の配列と拡散板との間の
ギャップに配置され、光抽出フィルムの構造化表面が、これらの光源によって発光された
光が拡散板上に均一に広がるようにするために光源と対向している状態の、直接照明バッ
クライトシステムにおいて特別な有用性を有する。
【００６８】
　上記図７ａー７ｂに記述されたトポグラフィは、単なる代表例であって、意図する用途
に応じてその他の多くの光抽出面設計が使用できる。例えば、その他の代表的な光抽出面
設計は次に出版物に示され、それらは引用することによって本明細書の一部とされる：国
際公開特許第ＷＯ２００５／１２０７９４１号、同第ＷＯ２００６／０３１４８３号、米
国特許出願第２００５／０１２２５９１号、同第２００５／０２８０７５２号、および同
第２００６／００９２４９０号。
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【００６９】
　参照の目的で、図１２は、ｘ－ｙ－ｚ座標系の上に重ねたα－β－ｚ極座標系を示す。
光抽出フィルムに入射する平行化された入力光線の方向を表すためにｚ軸に沿った単位ベ
クトル１２１０を選択することが便利である。入射光の方向が抽出フィルムに直交する場
合、フィルムはそのとき、ｘ－ｙ平面で表すことができる。抽出フィルムによって光が偏
向される方向は、単純な場合、単位球面１２１４上の別の単位ベクトル１２１２によって
同じ座標系で表すことができる（図に示されるのはそれの上半球のみ）。偏向された光の
方向はこのように極座標（α、β）で表され、αはｚ軸から測る（０～９０°または０～
π／２の可能な値を有する）極角であり、およびβはｘ軸と単位ベクトル１２１０および
１２１２を含む平面との間で測定される（０～３６０°または０～２πラジアンの可能な
値を有する）方位角である。
【００７０】
　本明細書で明らかにされる光抽出フィルムは平行化入射光（その断面積は十分に大きい
ので光抽出フィルムの構造化表面の代表的部位を照明できる）を複数の偏向光線に転換す
る。例えば、平行化入射光線１３１０は通常、光抽出フィルム１３１２に法線入射し、フ
ィルム１３１２は従来の入射光に対向して構造化表面を有し反対面は平滑な表面を有する
通常のＢＥＦフィルムであり、構造化表面がｘ軸に平行に延びた単純な線形プリズム配列
を有することを、図１３ａは示す。プリズムの（平坦）斜め端面は入射光を偏向し、偏向
光線１３１４、１３１６を生じ、偏向光線はｚ軸に対して等しい角度１３１５，１３１７
で通過する。構造化表面はプリズムの間に平坦なランドを実質的に持っていないので、元
の方向、ｚ軸に平行な光線は殆どまたは全く観察されない。角度１３１５，１３１７は図
１２角に類似した極角である。構造化表面上に備わるプリズムファセット（prism facet
）の間の角度を調製することにより、角度１３１５，１３１７は変更でき、程度の差はあ
るが光線偏向を達成できる。
【００７１】
　しかし、プリズムファセット間の角度に関係なく、単純な線形プリズム配列のトポグラ
フィは、２つの分離した方向に沿って導かれた２つだけの偏向光線を生じる。バックライ
トにおいて光の混合を更に多くしたりぼかしたりする目的で、より多くの方向偏向を所望
の場合は、プリズムの長さに直交する断面の平面における線形プリズムファセットを平坦
から湾曲に変更できる。そのような湾曲の効果は図１３ｂで見ることができ、その図では
通常のＢＥＦフィルムは、平坦なプリズム面がｙ－ｚ平面において実質的に曲面を与えて
いること以外の全ての点で１３１２と類似している光抽出フィルム１３１２ａで置換され
ている。曲面は、２つの重なり合わない領域に渡ったｙ－ｚ平面に垂直で平滑な種々の表
面をもたらし、その中で拡幅した偏向光線１３１４ａ、１３１６ａをもたらす。光線１３
１４ａ、１３１６ａは「拡幅した」と称されるのは、それらは顕著な範囲の角度に渡って
実質的に連続して相互に（例えばピーク強度のパーセントのような、光強度またはバック
グラウンドレベルの所与の閾値を越えて）広がっているからである。図１３ｂの場合、こ
れらの角度は、光線１３１４ａに対しては１３１５ａから１３１５ｂまで、光線１３１６
ａに対して１３１７ａから１３１７ｂまでの範囲である。しかし、これらの角度の全ては
図１２の角度αに相似した極角であり、したがって拡幅した光線の角度幅は全体的に極角
方向である。プリズムファセットの曲面は方位角方向における偏向光線の拡幅を生じない
。
【００７２】
　図１３ｃに転じてみると、方位角光線拡幅トポグラフィを有する光抽出フィルムの挙動
があると分かる。図１３ｃは、光抽出フィルム１３１２が図７ｂ～ｅに関連して説明した
フィルム７２０と実質的に同じである光抽出フィルム１３１２ｂで置換されたこと以外は
、図１３ａの設定と同様である。フィルム１３１２ｂは、構造化表面が入射光に対向しか
つプリズムはｘ軸に平行に広がるように配向される。以前に論じたように、構造化表面の
プリズムに顕著な波打ちにより、図１３ｂに関して見られたような直交するｙ－ｚ平面に
おける曲面よりも構造化表面（ｘ－ｙ平面）の面内において顕著な曲面が生成される。こ
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の面内曲面により、法線方向（ｘ－ｙ平面上に投影された）の平滑な種々の表面の結果と
して拡幅した偏向光線１３１４ｂ、１３１６ｂが生成される。光線１３１４ｂ、１３１６
ｂは拡幅されているが、図からわかるように極角偏向角１３１５ｃ、１３１７ｃに直交し
た方位角方向において拡幅される。方位角方向における拡幅の量は、構造化表面における
面内曲面の存在する量によって制御でき、それは、入れ替わりに、以前論じたようにＷｍ
ａｘ／Ｗｍｉｎ、Ｈｍａｘ／Ｈｍｉｎ、およびλ／Ｗｍａｘによって示される波打ち過酷
度によって制御することができる。
【００７３】
　方位角光線を拡幅できるその他の構造化表面を図１４に示す。光抽出フィルム１４１０
の一部は、平滑な主要表面１４１２および反対面の構造化表面１４１４を有して示される
。構造化表面はセルペンチンプリズム１４１６の相互噛み合い配列を含んで成るかまたは
その配列で本質的に成り、各々の配列は光抽出フィルムの長さ全体に渡って広がっている
。構造化表面７２２（図７ｂ～ｅ）のプリズム７２６のように、各々のプリズム１４１６
は交差して稜線を形成する２つの傾斜プリズムファセットを具備する。しかしプリズム７
２６とは違って、各々のプリズム１４１６は、実質的に一定の幅と高さを維持しながらｙ
軸方向において前後に波のようにうねっている。波打ちは、正弦波または任意のその他の
平滑変化関数（または非平滑関数または平滑関数と非平滑関数の組合せ）の形状であるこ
とができ、好ましくは相互噛み合いの対称性を有し、その結果実質的に同一のプリズムが
表面１４１４のプリズム間で実質的に平坦でないランド領域を含み、最密充填ができるよ
うなプリズム１４１６を形成するように選択される。図７ｆの設定を参照して、プリズム
を創製するための溝は一定のカット深さを維持し、方向７４２に平行にツールを振動させ
ることによって、マスターツール上に作製できる。セルペンチントポグラフィは構造化表
面（ｘ－ｙ平面）内に曲面を生成し、その湾曲は波打ち過酷度によって制御できる。フィ
ルム１４１０において、構造化表面１４１４をバックライトの光源ユニットに対向するよ
うにして配向させる場合に、面内の湾曲を使用して方位角光線の拡幅量を制御することが
できる。
【００７４】
　図７ｂ～ｅの構造化表面７２２、および図１４の構造化表面１４１４の他に、方位角光
線拡幅を行うことができる別の構造化表面は、円錐構造である。円錐構造部は、三角形、
ダイヤモンド形、または六角形の平面図配置に配置できるし、光抽出面を法線入射した光
が通過したときに直接透過（無偏向）を実質的に回避するために、最密充填および相互噛
み合せにして構造化表面に平坦なランド領域が無いようにするのが好ましい。
【００７５】
　円錐構造部の底面は光抽出面のｘ－ｙ平面にあり、その構造部の頂点はｘ－ｙ平面外に
ある。底面は広く様々な形状であって良く、例えば、円、楕円、および六角形が挙げられ
る。交差して頂点を形成する円錐構造部の側面は、構造化表面のｘ－ｙ平面に平行な面に
おける断面が円または楕円を有することができる円錐構造部であるように、直線であって
も曲面を含んでも良い。配列における個々の円錐形の頂点は片勾配または非傾斜であって
も良い（すなわち頂点はｘ－ｙ平面に垂直な平面の中にあることも外にあることもできる
）。
【００７６】
　２つの別々に分かれた方位角に拡幅した出力光線を生じさせる構造化表面７２２および
１４１４の２つの別々の（湾曲している）プリズム面と対照的に、円錐形に構造化された
表面の場合では、構造化表面における曲面の３６０°連続性（すなわち円形または楕円形
の断面形状）により、方位角全体の３６０°を覆う連続してリング状の出力光線がもたら
される。
【００７７】
　円錐形構造部の配列を具備する光抽出面は様々な形態で提供できるが、図２に説明した
もののようなＬＥＤバックライトシステムでの使用には高分子フィルムが特に好適である
。そのようなフィルムは適切な形状化ツール、例えばＥＬＭＯＦ装置を使用し、かつキャ
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スティング、コーティングまたは加圧による加工によって高分子フィルムを作製するため
のツールを利用して作製できる。
【００７８】
　もちろん、実質的な方位角光線拡幅を与えるように構成された構造化表面も同様に極角
光線拡幅を生成するための構造に取り込むことができる。従って、例えば、図７ｂ～ｅの
構造化表面７２２、図１４の構造化表面１４１４、および上述した円錐形配列の構造化表
面は構造化表面の平面に直交する平面内（すなわち図７ｂのｙ－ｚ平面に、および図１４
のｙ－ｚ平面に）にファセット曲面を有することができる。図７ｂ～ｅおよび１４の場合
、このファセット曲面設置は湾曲しているカット表面を有するダヤモンドカットツールを
使用してマスターツールを作製することにより実行できる。このタイプの表面曲面は図１
３ｂに描いたように極角方向に沿って広がる光線を形成する。従って、面内曲面と垂直面
の曲面との両方を実質的に有する構造化表面を構成することにより、図１３ｂの極角光線
拡幅および図１３ｃの方位角光線拡幅が結合できる。
【００７９】
　方位角光線拡幅可能なその他の構造化表面は、面内（ｘ－ｙ平面）曲面を有する１個だ
けのファセット化表面を有する構成要素、または正確に２つ（図７ｂ～ｅおよび図１４）
、３つ、４つまたは一般的にＮ個の個別表面を有する構成要素を利用できる。Ｎ個の個別
表面は、同様に構造化表面上の複数の構成要素の中に分布させることができる（例えば、
お互いに対してランダムに傾斜形である３面プリズムの配列）。そのような構成要素は各
々が方位角方向に拡幅した対応する数、Ｎ個の個別光線をもたらすであろう。更に、面内
曲面は構造化表面内の異なった角度で配置された多数の、Ｍ個の個別の非湾曲（平坦）フ
ァセットによって近似でき、同じ多数個Ｍの狭い間隔で共に密接して離隔した個別の偏向
光線が方位角光拡大に近似できる方位角方向にもたらされる。従って、方位角方向におけ
る光線拡幅に関して、法線入射光線（その断面積は十分に大きく光抽出フィルムの代表的
面積を照明できる）によって生成された全ての偏向光線の方位角幅Δβの合計（光線幅は
所与の光強度またはバックグラウンドレベル、例えば、ピーク強度のパーセントなどで規
定され、方位角の差Δβとして測定される）が、少なくとも１５°、および好ましくは少
なくとも３０°、６０°、１２０°または１８０°以上であることが望ましい。
【００８０】
　上記に論じたように、ホットスポットとして知られる明るい領域が光源上に現れること
を回避するために、光抽出フィルムは法線入射光の直接（非偏向）透過を殆どまたは全く
提供しないことがしばしば望ましい。代わりに、法線入射光は最低でも極角方向に偏向さ
れる（そして好ましくは同様に方位角方向に拡幅される）。この点で、光抽出フィルムは
好ましくは大部分の法線入射光を出力方向に変更し（その断面積は十分に大きく光抽出の
代表的面積を照明できる）、その結果透過光の９％未満、２０％未満、３５％未満、また
は５０％未満は、極角α（入射光方向に対して測定した、図１２参照）がそれぞれ１０°
、１５°、２０°または２５°の以内の領域を通過する。或いは、透過光の少なくとも９
１％、少なくとも８０％、少なくとも６５％、または少なくとも５０％は極角αがそれぞ
れ１０°、１５°、２０°または２５°の領域の外を通過する。これらの関係は、光抽出
フィルムが法線入射光を理想的なランバート（Lambertian）拡散板よりもさらに強く散乱
する（より大きい極角において）という要件に合致し、また好ましくはその入射角が５°
、４°、３°、２°、または１°未満の略法線入射の光に適用される。
【００８１】
　光抽出フィルムは法線入射光を傾斜極角に偏向することが望ましい一方で、光抽出フィ
ルムを高度に傾斜した入射光をより少ない傾斜である角度に偏向し、かつフィルムの表面
の法線方向により多く並べることもまた望ましい。
【００８２】
　図１３ａ－ｃに例示した偏向挙動は、平行化光源（例えば通常のレーザポインタのよう
な光）を所与の抽出フィルムにおいて光らせることによっておよび通過した光のパターン
を観察することによって実証できる。この観察は透過光を白色カードまたは紙の上のよう
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なスクリーンに導くことによって近似して実行できる。より正確な測定は、光の角度分布
を測定できる、例えばゴニオラジオメータまたはゴニオフォトメータまたはコノスコープ
のようなデバイス、例えば、ドイツのＫａｒｌｓｒｕｈｅのオートロニック（autronic）
－ＭＥＬＣＨＥＲＳ社より商業上入手できる機器のコノスコープシリーズを用いて実行で
きる。
【００８３】
　構造化表面７２２は通常、構造化表面の負形状、すなわち突起部の代わりにへこみ、お
よびへこみの代わりに突起部を有するツールを使用して作製できる。図７ｆはそのような
ツールを作製するための設定７３０を概略的に示す。ロール７３２は、例えば電鋳製硬質
銅またはその他の好適材料のような、最低でも機械切削可能な材料の薄い外層を具備する
。次いでロールはダイヤモンド旋盤に設置され、円筒表面７３４全体は精密に形成された
切り口を有するダイヤモンドカッターを使用して鏡のように滑かな表面を切削する。ダイ
ヤモンドカッターは圧縮力を殆どかけないで、機械加工可能な材料からほとんど硬化させ
ること無しに工作品をもたらす。この後、波打ち溝が、表面に対するその運動および配向
が注意深く制御される、精密に形状作製されたダイヤモンドツール７３６を使用して表面
７３４に切り出される。図中、カットの深さは、通常の彫刻機に見られるような枢軸点７
４０に関する回転運動７３８によって制御されるが、例えば、圧電アクチュエータによる
線形固定の（linear mount)取り付けによってもたらされるような純粋な移動動作も使用
できる。彫刻機は、ダイヤモンド切削具の上流の未カット金属表面上に載置したセラミッ
クシュー（図示せず）を使用でき、シューは切削具に対する基準として機能して高度なカ
ッティング精度を可能にする。切削具は、同様に横移動制御を有し、ロール７３２の回転
軸に平行な方向７４２に沿ってツールを前進させる。ロール７３２の回転速度、ダイヤモ
ンドツールの深さ制御、およびダイヤモンドツールの横移動は同期化され所望のツールの
幾何形状を可能にする。一つの方式として、横移動は遅いけれども一定にし、ダイヤモン
ドツールは単一の連続した、円筒表面７３４の周囲に巻き付いた溝を、目に見えないほど
緩やかなスパイラルに切り出す。同時に、カッティング深さは正弦波的に、およびロール
の回転速度に対する周波数において隣接するカットが互いに位相を異にするようにして変
化され、図７ｃに見られる相互噛み合いパターンを生成する。
【００８４】
　カッティング技法は光抽出フィルムの構造化表面に多くの変形がもたらされる、多くの
変形が可能である。その形状がプリズムの断面形状を制御する切削具は、鋭角、円形、ま
たは平坦であるチップを有することができ、平坦または非平坦（円形のような）なその他
のカッティングファセットを有することができる。切削具の取り付け配向を切断面局部に
対し直角にすれば対称形プリズムが得られ、傾けて行えば傾斜プリズムが得られる。カッ
ト深さを制御する運動は、単純な正弦波またはもっと複雑な波形、例えば、低周波数およ
び高周波数の組合せ、例えば三角波のような不連続１次号関数を有した波形、等であるこ
とができる。以下に述べるチャタリング振動は、低周波数の深さ波形（典型的には）に対
して高周期の稜線または条線を付け加える。切削具の直角移動（方向７４２）は一定であ
っても変動してもよく、隣接切り口との間で元の鏡面のような平滑表面の領域を保持する
ようにして、仕上がり抽出フィルム上のプリズム間に平坦なランド面積をもたらすようで
あっても良い。
【００８５】
　マスターの切削中、ツールマークまたはチャタリングマークがマスターの機械加工材料
に形成されるか可能性がある。そのようなマークはそのマスターから作製された微細構造
フィルムの中に、一連の高周期数の条線または波しわとして微細構造の１つ以上の面およ
び／または頭頂（うね）上に現れる場合がある。図７ｃに参照番号７７７のラベルで例を
示した条線は、面全体を覆うかもしれない、または面の一部だけを覆うかもしれない。一
般的には、これらの条線はツールの切り口方向に直交して伝わる。条線はいずれの微細構
造に現れてもまたは一部の微細構造だけに現れても良い。大抵のマイクロレプリカフィル
ムにおいて、これらの条線は望ましくはなく、マスターツールの製作時にはそれらを排除
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する予防措置が取られる。しかし、光抽出フィルムの場合には、条線はその中で透過光が
屈折される角度の領域を広げる利点のために使用でき、それにより光抽出フィルムの制御
された偏向光をさらに強化できる。
【００８６】
　通常はカッティングの方向にある条線は、例えば、ノッチ、表面粗化、または鋸歯状（
スキャラップ状）面を有するダイヤモンド切削具を使用して形成することもできる。
【００８７】
　マスターツールの製作のためにダイヤモンド切削を使用するか否かにかかわらず、後加
工を使用して微細構造の面を粗化したりテクスチャード加工したりすることもできる。そ
のような方法には、正規のパターンを形成した後にマスターをエッチングまたは研削する
ことが挙げられ、或いは所望の粗度のコーティングを有するマスターをメッキによる方法
が挙げられる。
【００８８】
　ツールを加工した後、それを金型としてフィルム作製技術分野に周知のようにして構造
化表面フィルムを作製できる。例えば、硬化性組成物を仕上がったツール表面にコーティ
ングし、硬化させ、剥ぎ取りして最終フィルムを得ることができる。同様に、硬化性組成
物を有した支持体フィルムを使用して、異なった透明材料からなる平坦な支持体フィルム
に接着した透明な硬化物材料で構成されるプリズム７２６またはその他の構造物を形成す
ることができる。
【００８９】
　図７ｇに別の代表的光抽出フィルム７５０の分解斜視図を示す。フィルム７５０は多く
の点でフィルム７２０と類似している。例えば、フィルム７５０は平滑表面７５４の反対
面に構造化表面７５２を有し、構造化表面は細長い連続プリズム７５６の配列を具備し、
プリズムの高さおよび幅はプリズムの長さに沿って十分に波打って、各々のプリズム７５
６の長さに沿って連続して配置され変動する主要部分７５７および少数部７５９を形成す
る。プリズム７５６は同様に連続して波打ち稜線７５８を有する。隣接するプリズム７５
６は互いに、位相外れ、または偏位していて、その結果所与プリズムの少数部７５９は隣
接プリズムの主要部７５７によって側面で噛み合い、所与プリズムの主要部７５７はその
隣接プリズムの少数部７５９によって側面で噛み合わされる。しかし、フィルム７２０と
異なり、フィルム７５０は隣接プリズムを離隔する平坦ランド領域７５５を有する。その
上、平坦ランド７５５は幅が均一ではなく、プリズム７５６のプリズムベースの形状また
は外形は正確な相互噛み合い対称性を所有していないことを意味する。
【００９０】
　一部の光抽出フィルムは再帰反射特性を有する。そのようなフィルムは入射光の相当量
をその光源の方に返送し、この性質は入射光の広い範囲にわたって維持される。従って、
再帰反射性フィルムは一般的に道路標識、バリケード、および安全ベストに使用されるよ
うになった。例えば、コーナーキューブ配置を有するフィルムは一般的に数個のコーナー
キューブ要素を利用して入射光を再帰反射する。キューブコーナー要素は本体層の裏面か
ら投射する。この構成では、入射光は本体層の前表面でフィルムに入り、キューブコーナ
ー要素の面で内部反射されて本体層を貫通し、次いで光源方向に戻るように前表面を出る
。再帰反射性を示す代表的光抽出フィルムには、３Ｍ（登録商標）のスコッチライト（登
録商標）反射材６２６０高光沢フィルムが挙げられる。大抵の再帰反射フィルムのように
これらのフィルムは、フィルムのある主要表面で入射した光に対して再帰反射特性を有す
るが、別のフィルムの主要表面に入射した光に対してはそうではない。例えば、図２の配
置に光抽出フィルムを使用する場合、再帰反射フィルムは好ましくは下方からフィルムを
照らす（第１の主要表面２３２に光源２１２からの光が入射する）光は再帰反射されず、
一方上方からフィルムを照らす光（例えば、拡散層２２０から反射された光が第２の主要
表面２３４に入射する）は再帰反射されるように配向される。
【００９１】
　その他の光抽出フィルムは非再帰反射性であって良い、すなわち、フィルムは相当量の
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入射光をその光源の方に戻すことができない。代表的な非再帰反射性フィルムには米国特
許第５，９４８，４８８（Ｍａｒｅｃｋｉ等）に記述されるフィルム、及び上記図７ａ－
ｇに関連して記述されたフィルム、といったものが挙げられる。
【００９２】
　光抽出素子２３０は単独でまたは別の好適なフィルムまたは層と組み合わせて使用でき
る。異なったタイプのフィルムと組み合わせて使用する場合、光抽出素子２３０は光源ユ
ニット２１０と隣接して位置決めでき、半反射性フィルム（例えば、拡散体、反射偏光子
、穿孔された光学反射フィルム等）、または別の光抽出素子であって良いその他のフィル
ムは、光抽出素子２３０が光源ユニット２１０とそのようなフィルムとの間にあるように
位置決めできる。例えば、図２に示されるように、その他のフィルムは拡散体２２０、反
射偏光子は、拡散体２２０と光抽出素子２３０との間に、または光抽出素子２３０と光源
ユニットとの間に、位置決めできる。
【００９３】
　２個以上のプリズム性光抽出素子が組み合わさった場合、それらは整列して、未整列で
、または１要素のプリズム方向は別の要素のプリズム方向と直交する「クロス」であるこ
とができる。
【００９４】
　同様に、光抽出素子およびその他のフィルムは同じサイズであるかまたは同じ構成であ
るかは必要ではない。例えば、反射偏光子、光抽出素子および／または拡散体は、サイズ
および形状を選択し、光源ユニット２１０における光源２１２の配列と調和させることが
できる。
【００９５】
　一部の場合、ＬＥＤの上に拡散ドットまたは反射ドットを含めることは輝度および色の
均一性をさらに改善できる。例えば、米国特許出願第２００４／０２３３６６５号（Ｗｅ
ｓｔ等）に記述のもののように反射性小片を抽出フィルムに添加することは、ＬＥＤから
の直接放出の改善された遮断を提供できる。
【００９６】
　照明アセンブリ２００は同様に、光抽出素子２３０および任意選択の拡散層２２０を通
過した照明光を受け止めるように位置決めされた１つ以上の光管理フィルム２４０を具備
することができる。光管理フィルム２４０には例えば、図１の光管理ユニット１４０に記
述された１つ以上のフィルムの、いずれかの好適フィルムをまたはそれらの複数を含める
ことができる。
【００９７】
　本明細書に前記したように、光抽出素子２３０は、光源ユニット２１０からの照明光の
少なくとも一部を反射基板２０２から離れた方向に導き、その結果照明アセンブリ２００
を離れる照明光は結果としてより大きな色混合および／または強度均一性を示すことがで
きる。例えば、光源２１２から軸２５０に概して平行な方向に伝播する照明光２１４は、
光抽出面２３２によって光抽出素子２３０において偏向される。光抽出素子２３０は入射
光の方向に応じて出射光の方向を変更させる。従って、光抽出素子２３０を通過した後、
光２１４は軸２５０に対して非平行の方向に伝播する。言い換えると、光抽出面２３２は
光源ユニット２１０から任意選択の拡散層２２０まで通過した照明光２１４の少なくとも
一部の伝播方向を、光抽出面２３２を通過した照明光２１４として確定して偏向させる。
この光の方向変更を達成するために例えば、光抽出面２３２は光屈折面または回折面であ
ることができる。大抵の場合、ホログラフ構造が使用され所与の物理的微細構造化表面の
光学的挙動を近似することができる。従って、本明細書に開示された微細構造化表面のい
ずれもホログラフ対応部位を有する。
【００９８】
　軸２５０に実質的に平行な方向に伝播する光を非平行な方向に偏向することによって、
光抽出素子２３０は特定光源２１２からの光をより均一に分布させ、それによってバック
ライトの出力を強度および／または色においてより均一にする。
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【００９９】
　幾つかの実施形態において、光抽出素子２３０は同様に、軸２５０に対してより高い伝
播角度で移動する照明光を抽出し、そのような高角度の光を反射基板２０２から離れる方
向に導くことができる。例えば、照明光２１６は光源２１２ａによって軸２５０に対して
高い角度で放出される。光抽出素子２３０の光抽出面２３２は光２１６を抽出し、それを
より少ない伝播角度で任意選択の拡散層２２０の方に導く。高角度光を抽出することによ
って、光抽出素子２３０は、特定光源からの光を照明アセンブリ２００の出力の広い面積
に渡ってより均一に分布させることによって、色混合および／または強度の均一性をさら
に高めることができる。
【０１００】
　更に、一部の実施形態では、光抽出素子２３０は照明光の一部を反射基板２０２の方向
に戻るように反射操作が可能である。例えば、透明光２１８は光源２１２ｂによって放出
され軸２５０に対するある角度で光抽出素子２３０に向かって伝播する。そこで光抽出表
面２３２は照明光２３２を反射基板２０２に向かって戻る反射を行う。反射基板２０２に
到達した後、光２１８は鏡面的または拡散的に光抽出素子２３０に向かって戻る反射を行
う。光抽出素子２３０および反射基板２０２によるこの反射は、特定の光源の光をより効
果的に照明アセンブリ２００出力のより広い面積に渡って分布させることにより色混合を
実現することができる。
【０１０１】
　未表示であるが、アセンブリ２００は同様に反射基板２０２に実質的に直角の反射壁を
具備することができる。一部の実施形態では、そのような反射壁は傾斜し得る。反射壁は
反射基板２０２および光抽出素子２３０を有した反射キャビティを形成する。反射基板２
０２に使用されたのと同じ材料または材料群が反射壁にも使用できる。
【０１０２】
　幾つかの実施形態において、照明アセンブリはより均一な光を得るために２つ以上の光
抽出素子を具備しても良い。例えば、図３は２つの光抽出素子３３０および３６０を具備
する照明アセンブリ３００の一つの実施形態を例示する。アセンブリ３００は反射基板３
０２、および反射基板３０２の近傍に位置決めされた光源ユニット３１０を具備する。ア
センブリ３００は同様に、光源ユニット３１０が第１光抽出素子３３０と反射基板３０２
との間にあるように位置決めされた第１光抽出素子３３０を具備し、そして第１光抽出３
３０が第２光抽出素子３６０と光源ユニット３１０との間にあるように位置決めされた第
２光抽出素子３６０を具備する。アセンブリ３００は同様に、第１および第２の光抽出素
子３３０、３６０が拡散層３２０と光源ユニットとの間にあるように位置決めされた任意
選択の拡散層３２０を具備する。図３に例示した実施形態の反射基板３０２、任意選択の
拡散層３２０、および光源ユニット３１０に対して、図２に例示した実施形態の反射基板
２０２、任意選択の拡散層２２０、および光源ユニット２１０の設計の指針および可能性
の全てを等しく適用する。更に第１および第２の光抽出素子３３０と３６０は、本明細書
に説明したいずれかの好適な光抽出素子、例えば、図２の光抽出素子を含むことが可能で
ある。
【０１０３】
　第１光抽出素子３３０は、第１主要表面３３２および第２主要表面３３４を具備する。
第１および第２の主要表面３３２、３３４のいずれかまたは両方とも、光抽出面を有する
ことができる。例えば、光抽出素子３３０の第１主要表面３３２は、第１光抽出面を有し
、その結果光源ユニット３１０からの照明光は光抽出面３３２に入射する。
【０１０４】
　同様に、第２光抽出素子３６０は、第１主要表面３６２および第２主要表面３６４を具
備する。第１および第２の主要表面３６２、３６４は、光抽出面を有することが可能であ
る。
【０１０５】
　一つの代表的実施形態では、第１光抽出素子３３０はプリズム輝度フィルム、例えば、
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ＢＥＦ（３Ｍから入手可能）に見られるそれらの構造、と同様な構造を含む第１光抽出面
を有する。更に、第２光抽出素子３６０は、第１光抽出面のものと類似した構造を有する
光抽出面を有することができる。第１および第２の光抽出面は互いに任意の好適な関係に
配向できる。例えば、第２光抽出面のプリズム輝度構造は、その溝が第１光抽出面のプリ
ズム輝度構造の溝と実質的に平行であるように位置決めできる。或いは第２光抽出面の溝
は、第１光抽出面の溝と実質的に直角であるように位置決めできる。
【０１０６】
　第１の光抽出素子３３０は第２の光抽出素子３６０に対して任意の好適な関係に位置決
め可能である。例えば、第１光抽出素子３３０は第２光抽出素子３６０から離して位置決
め可能である。或いは、第１光抽出素子３３０は、それが第２光抽出素子３６０と接する
ように位置決め可能である。幾つかの実施形態では、第１光抽出素子３３０は、例えば、
米国特許出願第２００４／０２２８１０６（Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ等）に記載のように第２
光抽出素子に取り付け可能である。
【０１０７】
　本明細書で説明したように、本開示の光抽出素子は少なくとも１つの光抽出面を有する
ことができる。図４Ａに光抽出面４３２の代表的な一実施形態を概略的に示す。この実施
形態では、光抽出面４３２は拡散体４２０の下面にある。別の実施形態では、光抽出面４
３２は例えば、図４Ｂおよび４Ｃに見られるように、光源および拡散層４２０との間の中
間層４３０上にあっても良い。中間層４３０は例えば、図４Ｂに示したように感圧接着剤
（ＰＳＡ）のような接着剤を使用して拡散層４２０に貼付できるし、または図４Ｃに示し
たように中間層４３０と拡散層４２０との間にギャップ４８０があっても良い。ギャップ
４８０は空気または幾つかの他の層で充填しても良い。
【０１０８】
　本開示の光抽出素子はいかなる形状または構造も取り得る。例えば、図５Ａ－Ｃは光抽
出素子の様々な構造を図示する。図５Ａは光抽出面５３２を具備する第１光抽出素子５３
０を例示する。光抽出素子５３０は支持体層５９０に取り付けられる。支持体層５９０は
、支持体層５９０が光抽出素子５３０に強度および／または安定性を追加するように任意
の好適な材料または複数材料を含むことが可能である。或いは、支持体層５９０は１つ以
上の光学フィルム、例えば、反射偏光子フィルム、輝度上昇フィルム、等を具備すること
もできる。更に、支持体層５９０は本明細書にてさらに説明されるように、第２の光抽出
素子を具備することができる。
【０１０９】
　図５Ｂは、光学素子５９２に取り付けられた、光抽出面５３２を具備する光抽出素子５
３０を例示し、次に光学素子５９２は透明な基板または板５９４に取り付けられる。光学
素子５９２を光抽出素子５３０および透明基板５９４を取り付けるには、任意の好適な技
術を、例えば光学接着剤を使用できる。透明基板５９４には、光抽出素子５３０および光
学素子５９２を支持できる任意の好適な材料または複数材料が挙げられ、例えば、シクロ
オレフィンポリマー類およびコポリマー類、ＭＳ（すなわち、６０重量％ＰＭＭＡ中に４
０重量％ＰＳがあるランダムコポリマー）、ポリカーボネート類、アクリレート類、ＰＭ
ＭＡ、シリコーン類、ウレタンアクリレート類、およびコポリマー類、およびそれらの組
合せがある。
【０１１０】
　光学素子５９２には任意の好適な光学フィルム、例えば、反射偏光子フィルム、輝度上
昇フィルム、等が挙げられる。一部の実施形態では、光学素子５９２は本明細書で更に説
明されるように第２の光抽出素子を具備することができる。
【０１１１】
　あるいは、図５Ｃは透明基板５９４の第１表面に取り付けられた光抽出面５３２を有す
る光抽出素子５３０を例示し、光学素子５９２は基板５９４の第２表面に取り付けられる
。
【０１１２】



(23) JP 5290755 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

　図８～１１は本開示のバックライトに有用な幾つかの光源の図を示すが、それらは限定
を意図するものではない。例示した光源はパッケージ化ＬＥＤを含む。図８、９、および
１１の光源は側面放射ＬＥＤパッケージを示し、ＬＥＤダイからの光は一体化カプセルま
たはレンズ要素によって反射および／または屈折され、光源の対称軸にそった前方よりは
むしろ一般的に横方向にピーク光放出が与えられる。図１０の光源は任意選択の偏向器が
備わっているか否かに依存して、前方に放出または側面放出できる。
【０１１３】
　図８では、光源８００は、フレーム８１２に装着され、リード線８１４で電気的に接続
された、ＬＥＤダイ８１０を具備する。リード線８１４は光源８００を回路基板等に電気
的および物理的に接続するために使用される。レンズ８２０はフレーム８１２に取り付け
られる。レンズ８２０はレンズの上方セクションに放出された光が全体的に上方表面８２
２で内部反射され、その結果光は上方セクションの底部表面８２４に入射され、デバイス
によって屈折されるように設計される。レンズの下方セクション８２６に放出される光も
またデバイスによって屈折される。光源８００は同様に、レンズ８２０の上方に装着され
るかまたは上方表面８２２に取り付けられる反射材料の円板のような、任意選択の方向転
換器８３０を具備することができる。米国特許出願第２００４／０２３３６６５号（Ｗｅ
ｓｔ等）を参照。
【０１１４】
　図９において、光源９００はリードフレーム９１０に装着されるＬＥＤダイ（図示せず
）を具備する。透明なカプセル９２０はＬＥＤダイ、リードフレーム９１０、および電気
のリード線の一部をカプセルに封じ込める。カプセル９２０はＬＥＤダイ表面法線を含む
平面に関して鏡映対称性を示す。カプセルは湾曲面９２２で規定される凹部９２４を有す
る。凹部９２４は本質的に線形で、中央に対称平面を有し、そして反射コーティング９２
６が表面９２２の少なくとも一部の上に配置される。ＬＥＤダイから発散される光は、反
射コーティング９２６から反射して反射光を形成し、それは次に、カプセルの屈折面９２
８によって屈折され、屈折光９３０を形成する。米国特許第６，６７４，０９６号（Ｓｏ
ｍｍｅｒｓ）を参照。
【０１１５】
　図１０において、光源１０００は、リードフレーム１０１２の凹んだ反射体領域１０１
８に配置されたＬＥＤダイ１０１０を具備する。電力は、リードフレーム１０１２、およ
びリードフレームからＬＥＤダイ１０１０にワイヤボンディング接続する別のリードフレ
ーム１０１４により、光源に供給される。ＬＥＤダイはその上に蛍光材料１０１６の層を
有し、アセンブリ全体はレンズ化した前部表面を有する透明なカプセル形成エポキシ樹脂
１０２０に埋め込まれる。加電すると、ＬＥＤダイ１０１０のトップ表面は青い光を発生
する。この青色光の一部は、蛍光材料の層を通過し、蛍光材料から放射される黄色光と混
合し、白色光出力をもたらす。或いは蛍光材料の層を取り除いて、光源がＬＥＤダイで生
成される青色光（または所望の別の色）だけを放出するようにできる。どちらの場合でも
、白色または着色光は、基本的に前方に放射され光源１０００の対称軸に沿ったピーク光
放射を生成する。しかし、所望であれば、光源１０００は任意選択で一般的に側路にまた
は横方向に光を導き直す反射表面を有する偏向器１０３０を具備することができ、こうし
て光源１０００を側面発光器に転換する。偏向板１０３０は紙面に垂直な平面に関して鏡
面対称を有することが可能で、またはカプセル化樹脂１０２０の対称軸と一致する垂直軸
に関して回転対称性を有することが可能である。米国特許第５，９５９，３１６号（Ｌｏ
ｗｅｒｙ）も参照。
【０１１６】
　図１１において、光源１１１０は、パッケージ台座１１１６により支持されるＬＥＤダ
イ１１１２を有する。レンズ１１２０は台座１１１６に結合され、パッケージ軸１１１４
は台座１１１６およびレンズ１１２０の中央を通過する。レンズ１１２０の形状はＬＥＤ
ダイ１１１２とレンズ１１２０との間の容積１１１４を規定する。容積１１１４はシリコ
ーンまたは例えば樹脂、空気またはガスで充満されるかまたは真空にされ、封止される。
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レンズ１１２０は鋸歯形状の屈折部１１２２および全内部反射（ＴＩＲ）ファンネル部１
８６を具備する。鋸歯形状部は、光がパッケージ軸１１２６に対してできるだけ９０°に
近くレンズ１１２０から出るように光を屈折し曲げるような設計にする。米国特許第６，
５９８，９９８号（Ｗｅｓｔ等）も参照。
【０１１７】
　図８および１０に示した方向転換器に加えて、光源はその他の方向転換器を利用するこ
とができ、それには同一出願人による米国特許出願第１１／４５８，８９１号、題名「２
機能性方向転換器を具備した光源を有する直接照明バックライト」に記載の２機能性方向
転換器が挙げられる。
【０１１８】
　白色光の創製に使用されるか否かにかかわらず、多色光源は、バックライト出力領域に
おける色均一性および輝度均一性に対する異なった効果を有する多くのバックライト形態
をとることができる。ある達成方法では、多数のＬＥＤダイ（例えば、赤、緑、および青
の光を放出するダイ）が全てリードフレームまたは別の基板の上に互いに近接して装着さ
れ、次いで単一のカプセル化材料の中に一緒にしてケースに入れられて単一パッケージを
形成し、また単一のレンズ部品をも具備することができる。そのような光源は、個々の色
のどれか一つまたは全ての色を同時に放射するように制御できる。別の達成方法では、１
個だけのＬＥＤダイを有しパッケージ当たり１色を放出する、個々のパッケージ化ＬＥＤ
を所与の循環キャビティに対して一緒にクラスター化し、ＬＥＤパッケージの組合せを収
容するクラスタは例えば青／黄色または赤／緑／青のような異なった色を放射できる。さ
らに別の達成方法では、そのような個別にパッケージ化された多色ＬＥＤが１列以上の配
列に、または別のパターンに配置され得る。例えば、図７ｂ－７ｅに示される構造体に対
して、個々のパッケージ化ＬＥＤは連続したピラミッド構造体の波打ち稜線に従うように
配置できる。
【０１１９】
　その他の好適なＬＥＤ光源には、近似的にランバート（Lambertian）光パターンを放射
するＬＥＤパッケージが挙げられ、それらはＯＳＲＡＭ、Ｌｕｍｉｌｅｄｓ、およびその
他のＬＥＤ製造者から商業上、入手可能である。そのようなＬＥＤは、一般的には中央に
ＬＥＤダイを具備する大きな半球ドームを有するカプセル、または表面の下にＬＥＤダイ
を具備した平坦なカプセル材表面を有するカプセルを組み入れる。
【実施例】
【０１２０】
　以下の実施例はカスタム品のＬＥＤバックライト試験台で試験した。試験台は、対角５
５９ｍｍ（２２インチ）、アスペクト比１６：９であるＬＣＤテレビジョン用のＬＥＤベ
ースバックライト領域をシミュレートするよう設計した。試験台は、バックライトキャビ
ティの側壁を形成している長方形ボックスフレームを有し、フレームの長軸を水平にして
設置した。ボックスフレームの内壁を上記の高拡散反射率白色フィルムのＥＤＲＩＩをラ
イニングした。
【０１２１】
　ボックスフレームの前面を、取り外し可能な約３ｍｍ厚さの白色の拡散性ポリメチルメ
タクリレート製拡散板（Ｃｙｒｏ社、ニュージャージー州、Ｒｏｃｋａｗａｙ、から入手
可能）でカバーした。この拡散板は現在ＣＣＦＬおよびＬＥＤベースのテレビジョンバッ
クライトに使用されている拡散板と類似している。そのプレートの外面は試験台の外面（
すなわち、バックライトの外面積）として作用する。
【０１２２】
　背面板を４つの移動台上のボックスフレームの背面側に取り付けし、バックライトキャ
ビティの中で背面板を異なった深さに調節できるようにした。
【０１２３】
　４つのＬＥＤ棒を、拡散板に対向する背面板の端の背面板に固定した。その棒を水平な
２列で背面板の幅に渡るように配置した。各々の棒は５つの赤、５つの青、および１０の
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緑の側面放出Ｌｕｘｅｏｎ（登録商標）ＬＥＤ（Ｌｕｍｉｌｅｄｓ、カリフォルニア州、
サンノゼ、から入手可能）を有し、標準的なプリント回路基板上に１列中、緑－赤－青－
緑のパターンで配置されていた。単一棒上のＬＥＤ間の中心－中心間隔は約１２ｍｍであ
った。隣接する水平な列の中心－中心間の間隔は１５２ｍｍであった。
【０１２４】
　単一棒上の緑、赤、および青のＬＥＤは色による順番で電気接続され、各色の出力は独
立して変更でき、試験台の色バランスを調節できるようにした。各棒には２系統の電力供
給を２つ接続した。１つの電力供給系統は赤ＬＥＤに駆動電流を供給し、１つの系統は青
ＬＥＤに駆動電流を供給し、２つの系統は５つの緑色ＬＥＤを駆動する各系統を有する緑
色ＬＥＤに電流を供給した。典型的な測定の間、赤ＬＥＤは約１５０ｍＡで駆動し、青Ｌ
ＥＤは約１７０ｍＡで駆動し、および緑ＬＥＤは約１３０ｍＡで駆動した。第１の測定を
行う前に、ＬＥＤを３５０ｍＡで１６６時間かけて稼動させ、その後試験台からの出力を
比較的安定な時間をかけて観測した。
【０１２５】
　ポリカーボネート反射体支持板をＬＥＤ回路基板の上の背面板に取り付けた。反射体支
持板は長方形で試験台フレームの内側よりも僅かに小さい。反射体支持板は穴を有し、Ｌ
ＥＤレンズがその板を貫通して広げられるようにした。装着したときに、反射体支持板の
トップ表面がＬＥＤレンズの底と揃うようにした。高反射性背面反射体フィルム（ビキュ
ィテイ（Vikuiti（登録商標））ＥＳＲフィルム、３Ｍ社から入手可能）を反射体支持板
に積層した。こうして装着したフィルム層は実質的に平坦であり、バックライトの光学的
キャビティの反射基板として作用した。
【０１２６】
　透明な２ｍｍ厚さのポリメチルメタクリレートフィルム支持板を反射体支持板と拡散板
との間にある反射体支持板の上に装着した。ＬＥＤと支持板との間のギャップを、支持板
を装着するために使用した隔離支持体の高さによって設定した。隔離支持体は約６．４ｍ
ｍ～約１２．７ｍｍに設定した。試験フィルムをフィルム支持板に取り付けた。試験フィ
ルムはＬＥＤに面する側に装着した。
【０１２７】
　試験台の性能は色彩測定カメラ（型式ＰＭ１６１１、Ｒａｄｉａｎｔ　Ｉｍａｇｉｎｇ
社、ワシントン州、Ｄｕｖａｌｌ、から入手可能）を使用して測定した。カメラは１０５
ｍｍレンズおよびＮＤ２中密度フィルターを装備した。Ｒａｄｉａｎｔ　Ｉｍａｇｉｎｇ
により供給されるソフトウエアを使用してカメラの較正および測定を行った。色およびル
ミナンス（luminance）の較正はスポット放射計（spot radiometer）（型式ＰＲ６５０、
Ｐｈｏｔｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　社、カリフォルニア州、Ｃｈａｔａｗｏｒｔｈ、より入
手可能）を用いて行った。試験台はカメラの前４ｍに垂直配向に設置した。試験台はカメ
ラレンズの軸が実質的に拡散板に垂直になり、近似的に試験台の中心に照準するようにカ
メラと位置合せした。
【０１２８】
　バックライト較正は試験台に適切なフィルム（背面反射体および試験用光抽出フィルム
）を装着し、背面板を適切な位置に設定し、所望のキャビティ厚さ（背面反射板にトップ
と拡散板の底との間の空間として規定される）を得るようにした。使用したキャビティ厚
さは１８，２８，３８、および４０ｍｍであった。フィルム支持板を反射体支持板の上に
装着し、両板のギャップは６．４ｍｍまたは１２．７ｍｍのギャップにした。どの試験フ
ィルムも用いずに行われる測定に対しては、試験台に支持板を装着しなかった。
【０１２９】
　どの測定記録の前でも、ＬＥＤはスイッチを入れて少なくとも９０分ウォームアップし
た。光抽出素子または光抽出フィルムを用いて試験用に試験台を構成してから測定を実行
し、次いで色彩カメラを使用して様々な深さに背面板をセットした試験台の写真を撮った
。結果を目視で検査し、拡散板の表面に亘って全ルミナンス、ルミナンス均一性、および
色均一性を解析した。
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【０１３０】
　対照例
　比較のバックライトキャビティを光抽出素子またはフィルムをＬＥＤの上方に有しない
構成にした。背面反射体のトップ（すなわち、反射基板）から拡散板の底までのキャビテ
ィ深さを２８ｍｍにした。
【０１３１】
　見掛けの出力面積、すなわち拡散板のトップは、高度に不均一にした。各々のＬＥＤに
対応する画像または色むらおよびそれらの個々の色は出力領域で明確に目視できた。
【０１３２】
　（実施例Ａ）
　バックライトキャビティは、光抽出素子として使用される３Ｍ社から入手可能なＢＥＦ
フィルムＩＩＩを含んでいた。そのフィルムをアクリル板上にプリズムがＬＥＤに対向す
るようにして支持させ、（すなわち、ＬＥＤ列の方向に対して平行に）水平に配向させた
。キャビティ深さは反射基板のトップから拡散板の底までが約２８ｍｍ、そして部分反射
体を反射基板の上約１２．７ｍｍに配置した。反射基板は米国特許第６，０９６，２４７
号（Ｕｌｓｈ等）に記載の技術を使用して作製されたフレームエンボスＥＳＲであった。
【０１３３】
　外観試験において、この実施例は輝度および色均一性に関するコントロールについての
改善を実際に示した。
【０１３４】
　（実施例Ｂ）
　バックライトキャビティは、光抽出素子として使用されるキューブコーナー光抽出フィ
ルムを含んでいた。このフィルムは０．２５ｍｍ（１０ミル）厚さの単層ポリカーボネー
トシート材料であり、それは１つの主要面が平坦で平滑であり、反対表面に形成されたプ
リズムパターンを有した。プリズムは、３Ｍ社から入手可能な３Ｍ（登録商標）スコッチ
ライト（Scotchlite、登録商標）反射材６２６０高光沢フィルムに使用されるピラミッド
状キューブコーナー配列と同一であり、ピラミッド状配列は片傾斜キューブコーナープリ
ズムで特徴付けられ、その高さ（三角形の底面からキューブコーナーの頂点まで）は約８
７．５μｍ（約３．５ミル）であり、その底面三角形は約５５°、５５°、および７０°
の角度を有する。この抽出フィルムは、フィルムの構造化側がＬＥＤに面するように配向
させた。フィルムをアクリル板で支持した。キャビティ深さは、反射基板のトップから拡
散板の底までが２８ｍｍであり、光抽出フィルムは反射基板の上方約１２．７ｍｍに設置
した。反射基板はＥＳＲであった。
【０１３５】
　外観試験において、この実施例は輝度および色の均一性に関するコントロールについて
の改善を実際に示した。
【０１３６】
　（実施例Ｃ）
　バックライトキャビティは、光抽出素子として利用される２つの光抽出フィルムを含ん
でいた。各々の光抽出フィルムは、実施例Ｂに使用された光抽出フィルムと同一であった
。第１フィルムはキューブコーナー要素をＬＥＤに対向するようにしてアクリル板上に支
持させた。第２フィルムはキューブコーナー要素を（アクリル板に接触させて）ＬＥＤに
対向するようにしてアクリル板の反対面に支持させた。キャビティは約１８ｍｍ深さであ
り、光抽出フィルムは反射基板の上方約１２．７ｍｍに配置した。反射基板はＥＳＲであ
った。
【０１３７】
　外観試験において、この実施例は輝度および色の均一性に関するコントロールについて
の改善を実際に示した。
【０１３８】
　（実施例Ｄ）
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　バックライト空隙は、光抽出素子として利用される２つの光抽出フィルムを具備した。
各々の光抽出フィルムは実施例Ｂに使用された光抽出フィルムと同一であった。第１フィ
ルムはキューブコーナー要素をＬＥＤに対向するようにしてアクリル板上に支持させた。
アクリル板の反対面は拡散フィルムを具備した。第２フィルムはキューブコーナー要素を
ＬＥＤに対向する（アクリル板に接触させて）ようにして拡散フィルムを有するアクリル
板の面に固定させた。キャビティは約２８ｍｍ深さであり、光抽出フィルム構築物は反射
基板の上方約１２．７ｍｍに配置した。反射基板はＥＳＲであった。
【０１３９】
　外観試験において、この実施例は輝度および色の均一性に関するコントロールについて
の改善を実際に示した。
【０１４０】
　（実施例Ｅ）
　バックライトキャビティは、それが０．１３ｍｍ（５ミル）厚さのポリエチレンテレフ
タレート（ＰＥＴ）製ベースフィルムの上に約１．５８６の屈折率を有する樹脂で、そこ
に形成させたプリズム構造化表面７２２を有する硬化樹脂層からなることを除いては、光
抽出素子として本開示の図７ｂ～ｅに関して記述した光抽出フィルムを具備した。光抽出
フィルムは、約０．１５ｍｍ（６ミル）の公称の全体の厚さを有した。構造化表面上の各
プリズム７２６は、約１５０μｍの特性的長さλ（図７ｅ参照）、それぞれ約６８μｍと
４μｍの最高幅Ｗｍａｘおよび最低幅Ｗｍｉｎ、並びにそれぞれ約２５μｍと１μｍの最
高の高さおよび最低の高さを有した。各プリズムの傾斜したプリズム表面は、実質的に平
坦な横断方向断面（図７ｄのｙ－ｚ平面参照）であり、その間に約９６°の頂角を形成し
た。プリズムは図７ｂ～ｅに図示したように構造的対称性を有し、片勾配角度θは約１９
°であった。θフィルムはプリズムをＬＥＤに対向させ、プリズムを水平に配向させて（
すなわち、角プリズムはＬＥＤ列の方向に平行に広がる）、アクリル板上に支持させた。
キャビティ深さは、反射基板のトップから拡散板の底までで３８ｍｍであり、光抽出素子
は反射基板の上方約１２．７ｍｍに設置した。反射基板はＥＳＲであった。
【０１４１】
　外観試験において、この実施例は輝度および色の均一性に関するコントロールについて
の改善を実際に示した。
【０１４２】
　（実施例Ｆ）
　バックライトキャビティは光抽出素子として実施例Ｅの光抽出フィルムを具備した。プ
リズムをＬＥＤに対向させ、かつ水平に配向（すなわち、各プリズムがＬＥＤの列の方向
に平行に広がる）させて、フィルムをアクリル板上で支持した。キャビティ深さは、反射
基板のトップから拡散板の底までが２８ｍｍであり、光抽出構築物は反射基板の上方約１
２．７ｍｍに設置した。反射基板はＥＳＲであった。
【０１４３】
　外観試験において、この実施例は輝度および色の均一性に関するコントロールについて
の改善を実際に示した。
【０１４４】
　結果
　実施例Ａ～Ｆの比較を表１に示す。相対的効率パラメータは各々のバックライト構成に
対して、実施例の平均輝度を対照例の平均輝度で除算して計算し、各々の場合の平均輝度
はそれぞれのバックライトの実質的な全出力面積に対して計算した。輝度の不均一性パラ
メータは各々のバックライト構成に対して、標準輝度偏差をバックライトの実質的な全出
力面積に渡る平均輝度で除算して計算した。色不均一性パラメータΔｕｖは各々のバック
ライト構成に対して、実施例の平均的な色からの各点における色彩偏差の平均値として計
算し、かつ、色彩は色彩空間におけるＣＩＥｕ'ｖ'として表現する。従って、
【０１４５】
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【数１】

【０１４６】
　式中、Ｎは試験システムにおける画像の画素数であり、ｕ'およびｖ'は各画素に対する
色座標であり、ｕ'avgおよびｖ'avgは色座標平均である。この色不均一性は、出力面積全
体に渡ってではなく、上方ＬＥＤ棒またはバックライトプロトタイプの列の上に中心を置
いた４７５ｍｍ長さと７５ｍｍ幅の長方形部分の出力面積に渡って測定した。
【０１４７】

【表１】

【０１４８】
　表１より、上記図７ｂ～ｅに関連して述べた光抽出フィルムを利用する実施例Ｅおよび
Ｆは、その他の実施例と比較して効率が高く、輝度不均一性が低く、および色不均一性が
低く、最適なバランスを示すことが分かる。さらに調査すると、実施例Ｅ～Ｆに使用され
る光抽出フィルムはその他多くの光抽出フィルムから大きく異なる構造化表面トポグラフ
ィを有することが同様に分かる。
【０１４９】
　各々の光抽出フィルムＡ～Ｆは、ドイツ、Ｋａｒｌｓｈｒｕｈｅ、のオートロニックメ
ルシャス（autronic-MELCHERS社）から入手可能なコノスコープ（ConoScope）装置を使用
して観測された。その結果を図１５の強度の極座標プロットで示す。偏向光の測定にコノ
スコープを使用した以外は、設定は基本的に図１３ｃであった。図１５は測定されたルミ
ナンスまたは輝度を極角αおよび方位角βの関数としてプロットする。偏向された光線１
５１０、１５１２は、約２０～４０°の範囲の極角で偏向され、各々は４５°より大きい
が９０°よりも小さい方位角幅Δβを有することが分かる。図１５では、プロットされた
最低ルミナンスは２５０ｃｄ／ｃｍ2であり、ピークルミナンスは２０７８ｃｄ／ｃｍ2（
光線１５１０で発生）であり、従って、光線１５１０、１５１２の形状はピークルミナン
スまたは輝度の約１０％で規定される。
【０１５０】
　図１５より推論できるように、実施例ＥおよびＦの光抽出フィルムは約１２０°以上の
方位角光線拡幅を示す。更に図１５から分かるように、実施例ＥおよびＦの光抽出フィル
ムは通過光の１０％以下を２０°未満の極角に方向転換させ、透過光の９０％以上を２０
°より大きい極角に方向転換させる。
【０１５１】
　本明細書に引用した全ての参考資料および刊行物は、それら全体の本開示中への出典明
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示により、本開示と直接矛盾し得る範囲を除いて本明細書の一部として組み入れる。本開
示の例示的実施形態を検討するとともに本開示の範囲内の可能な変形例を参照してきた。
本開示のこれらのおよび他の変形例および変更例は開示の範囲から逸脱することなく当業
者には明らかであろうとともに、本開示は本明細書に記載された例示的実施形態に限定さ
れないことは理解されよう。したがって本開示は冒頭に提示した特許請求の範囲によって
のみ限定される。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】バックライト照明の液晶ディスプレイシステムの一実施形態の概略的断面図。
【図２】光抽出素子を具備する照明アセンブリの一実施形態の概略的断面図。
【図３】２つの光抽出素子を具備する照明アセンブリの一実施形態の概略的断面図。
【図４Ａ】光抽出面の様々な実施形態の概略的断面図。
【図４Ｂ】光抽出面の様々な実施形態の概略的断面図。
【図４Ｃ】光抽出面の様々な実施形態の概略的断面図。
【図５Ａ】光抽出素子の様々な実施形態の概略的断面図。
【図５Ｂ】光抽出素子の様々な実施形態の概略的断面図。
【図５Ｃ】光抽出素子の様々な実施形態の概略的断面図。
【図６】光源ユニットの一実施形態の概略平面図。
【図７ａ】構造化表面を有する光抽出フィルムの一部分の一実施形態の概略的斜視図。
【図７ｂ】構造化表面を有する光抽出フィルムの一部分の別の実施形態の概略的斜視図。
【図７ｃ】図７ｂのフィルムの上面図。
【図７ｄ】図７ｂ～ｃのフィルムの断面図であり、図７ｄは概略図。
【図７ｅ】図７ｂ～ｃのフィルムの断面図であり、図７ｄは概略図。
【図７ｆ】図７ｂのような抽出フィルムを作製するために使用されるマスターツールを製
作できる装備の概略的ディスプレイである。
【図７ｇ】構造化表面を有する光抽出フィルムの一部分の別の実施形態の概略的斜視図。
【図８】本開示のバックライトにおける光源に使用できる様々なパッケージ化ＬＥＤの概
略的断面図。
【図９】本開示のバックライトにおける光源に使用できる様々なパッケージ化ＬＥＤの概
略的断面図。
【図１０】本開示のバックライトにおける光源に使用できる様々なパッケージ化ＬＥＤの
概略的断面図。
【図１１】本開示のバックライトにおける光源に使用できる様々なパッケージ化ＬＥＤの
概略的断面図。
【図１２】極座標系の斜視図。
【図１３ａ】様々なタイプの光抽出フィルムの光偏向特性を実証する組立の斜視図であり
、図１３ｃには方位角光線拡幅を生成する光抽出フィルムを備える。
【図１３ｂ】様々なタイプの光抽出フィルムの光偏向特性を実証する組立の斜視図であり
、図１３ｃには方位角光線拡幅を生成する光抽出フィルムを備える。
【図１３ｃ】様々なタイプの光抽出フィルムの光偏向特性を実証する組立の斜視図であり
、図１３ｃには方位角光線拡幅を生成する光抽出フィルムを備える。
【図１４】構造化表面を有する光抽出フィルムの一部分の別の実施形態の概略的斜視図。
【図１５】実施例ＥおよびＦの光抽出フィルムの強度の極座標プロットである。図中、類
似の参照数字は類似の要素を指定する。
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